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第１章 アゼリアプラン実績報告の概要 

１． 第５次北区男女共同参画行動計画（アゼリアプラン）の概要  

北区では、「男女が互いにその人権を尊重しつつ責任を分かち合い、その個性と能力を 

充分に発揮することができる男女共同参画社会」をめざし、施策の総合的かつ計画的な 

推進を図るために、北区男女共同参画行動計画（アゼリアプラン）を策定してきました。 

そして、平成１８年６月に「北区男女共同参画条例」を制定し、７つの基本理念を掲げ、 

豊かで暮らしやすい地域社会の実現に向けての基盤整備を行いました。また、平成２６年度 

に第５次アゼリアプラン（平成２７年度～平成３１年度）を策定しました。 

このアゼリアプランの実効性を高めるために計画の評価システムを導入し、現在、その推 

進に取り組んでいるところです。 

 

（７つの基本理念） 

  

１ すべての区民は人権が尊重され、性別による差別を受けず、個性と能力が発揮でき 

  る機会が確保されること。 

 

 ２ 性別による固定的な役割分担意識に基づく社会の制度・慣行が改善され、すべての 

   区民が多様な生き方を選択できる社会づくりが推進されること。 

 

 ３ すべての区民が社会の対等な構成員として、あらゆる分野における政策・方針の 

立案・決定に参画できる機会が確保されること。 

 

 ４ あらゆる教育の場において、男女共同参画の視点を踏まえた教育が推進されること。 

 

 ５ すべての区民が相互の協力と社会の支援の下に、家庭生活と社会的活動との均衡と 

   調和のとれた生活を営むことができること。 

 

 ６ すべての区民が互いの性を理解し、意思を尊重し、共に健康な生活を営む権利が 

保障されること。 

 

７ 地域における国際化の進展に配慮し、国際理解の下に男女共同参画が推進される 

こと。                                        
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（１）計画の性格 

（１）この計画は、平成２７年度から平成３１年度までに取り組む「北区男女共同参画行動

計画」（第５次アゼリアプラン）です。 

（２）この計画は、北区男女共同参画条例第１０条に定める行動計画です。 

（３）この計画は、北区男女共同参画審議会の提言を尊重し、策定したものです。 

（４）この計画は、男女共同参画社会基本法に規定する市町村男女共同参画計画として位置

づけます。 

（５）この計画の目標１中、課題１「配偶者暴力の防止と被害者支援」は、「配偶者等からの

暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」第２条の３第３項に定められた「市町村

基本計画」に該当するもので、「北区配偶者等からの暴力の防止及び被害者の保護の

ための基本計画」として位置づけます。 

（６）平成２９年度第５次アゼリアプラン中間の見直しにより、この計画の目標２中、課題

３「働く場における男女共同参画の推進」の一部は、「女性の職業生活における活躍の

推進に関する法律」第６条に定められた「市町村女性活躍推進計画」に該当するもの

として、事業単位に女性活躍推進計画に係る事業である旨の表示を行い、「北区女性

活躍推進計画」と位置づけます。 

 

（２）計画の進捗評価 

この計画は、毎年、多様性社会推進課が計画の進捗状況を確認し、「北区男女共同参画審

議会」において、進捗状況の評価を行います。 

 

（３）計画がめざす目標 

この計画では、条例の基本理念に基づき、地域社会の姿の目標として３つの目標を掲げ、

その実現をめざします。 

 

（１）人権を尊重し健康な生活を実現する地域社会 

男女がともに個性と人格を尊重し、互いの性を理解しあい、生涯にわたり心も体も健 

康に過ごせる地域社会 

 

（２）仕事と家庭・地域生活を両立できる地域社会 

男女がともにライフステージに応じて働き方を選択し、仕事と家庭や地域生活をバラ 

ンス良く両立できる地域社会 

 

（３）男女があらゆる分野で学び参画する地域社会 

男女が自らの意思によって、社会のあらゆる分野で学び参画し、男女共同参画に主体 

的に取り組む地域社会 
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（４）計画の体系 

 

 

 

 

       

    

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

１ 配偶者暴力の防止と被害者支援 

２ 男女の人権侵害防止への取組 
人権を尊重し健康な生

活を実現する地域社会 

目 標

１ 仕事と家庭生活の両立 

２ 子育てや介護を安心して行うための 

  環境整備 

３ 働く場における男女共同参画の推進 

仕事と家庭・地域生活

を両立できる地域社会 

目 標

１ 育ちの場における男女共同参画意識の

形成 

２ 政策・方針決定過程への男女共同参画 

の推進 

３ 日常生活における男女共同参画の推進 

男女があらゆる分野で

学び参画する地域社会 

目標３ 

計画を推進するため

のしくみ 

１ 区の推進体制の充実 

２ 区民、関係機関等との連携 

目  標 課  題 

３ 生涯を通じた心と体の健康支援 

4



 

 

 

 

 

 

 

 

 

■配偶者暴力の未然防止 ■配偶者暴力の早期発見の推進  

■相談体制の充実 ■被害者支援の充実 

■虐待防止への取組 ■人権意識の向上 

■企業等への働きかけと支援 ■男女がともに担う家庭生活  

■ワーク・ライフ・バランスへの理解促進 

■子育て支援の充実 ■多様な保育サービスの提供  

■介護をサポートするしくみづくり 

■学校等における男女共同参画意識の形成 ■家庭における男女共同 

参画意識の形成 ■地域における男女共同参画意識の形成 

■政策・方針決定の場への参画促進  

■管理・監督者への登用と職域の拡大 

■男女がともに自立し生活するための支援  

■多様な区民の相互理解促進とネットワークの拡大 

■職員の意識啓発 ■計画の進捗管理 ■拠点施設の機能強化 

■区民・関係機関等との連携 

施策の方向 

■妊娠・出産期に関わる支援 ■健康づくりへの支援 

■互いの性を尊重した健康づくりの推進 

■女性の就労・起業支援 ■女性の活躍促進の働きかけ 

■セクハラ・パワハラ等の防止 
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目標１　人権を尊重し健康な生活を実現する地域社会

取り組み 内　容

1 配偶者暴力の防止と被害者支援
若年層に対する暴力防止等に
関する意識啓発

子どもたちが新たな加害者・被害者にならないよう
に、小学生・中学生及び高校生等の若年層を対象に
「デートDV（交際相手間の暴力）」並びにＪＫビジネ
ス・アダルトビデオ出演強要等被害防止に関する啓
発を講座やパンフレット等で行います。また、学校教
育においても同様に啓発に努めます。

2 男女の人権侵害防止への取組
多様性を尊重した人権意識の
啓発

人種、信条、年齢、性別、性自認、性的指向、社会的
身分等により、人権侵害がおこらないように、あらゆる
人々の人権についての理解促進を図ることにより意
識啓発を行います。

3 生涯を通じた心と体の健康支援 情報提供と男性の理解促進

妊産婦に対し、出産前後の不安解消のために、保健
医療に関する情報を提供するとともに、父親となる男
性を対象に、講座や冊子等により男性の育児に関す
る取組を支援します。

目標２　仕事と家庭・地域生活を両立できる地域社会

取り組み 内　容

1 仕事と家庭生活の両立
ワーク・ライフ・バランスを推進す
る企業等への支援

ワーク・ライフ・バランスに積極的に取り組んでいる区内中
小企業等を顕彰し、企業等の取組事例等を広くPRを行うと
ともに、融資斡旋や推進費用の補助、契約制度の優遇措
置等の支援を行います。また、アドバイザーを派遣し、ワー
ク・ライフ・バランスに取り組む企業等をサポートします。

2
子育てや介護を安心して行うた
めの環境整備

子どもの貧困対策

子どもたちが生まれ育った環境に左右されず、健やかに成
長・自立できるよう、「子どもの育ち、学びを支える」、「ライフ
ステージに応じた相談・支援」、「地域全体で見守り、ささえ
る」の３つの柱に基づき、子どもの状況に寄り添った学習支
援や居場所づくり、また貧困に対する理解促進など、種々
の子どもの貧困に関する対策に取り組みます。

3
働く場における男女共同参画の
推進

女性活躍の推進

女性一人ひとりがライフステージに合わせ、自らの能
力を十分に発揮し、社会でさらに活躍するために、
キャリアアップや活躍の場の１つとしての起業、また再
就職準備、育児・介護等による休業者の離職防止を
含め職場復帰等についての知識・情報等を提供しま
す。

目標３　男女があらゆる分野で学び参画する地域社会

取り組み 内　容

1
育ちの場における男女共同参画
意識の形成

家庭で育む男女共同参画の意
識啓発

「家庭教育学級」や「家族ふれあいの日」の行
事を通して、子どもと向き合い、心を育む大切
さなどの家庭教育の推進とともに男女共同啓発
パンフレット及び情報誌の配布、また講座等に
より家庭での男女共同参画についての意識啓発
を図ります。

2
政策・方針決定過程への男女共
同参画の推進

男女共同参画の視点に配慮し
た計画の策定と推進

区では、基本計画をはじめとして行政目標達成のため、
各所属においても行動計画を策定しています。それら計
画策定の過程において、男女の双方の意見や視点が等し
く反映されるように努めます。また、とりわけ、災害・
復興時に関する計画の策定や施策の実施に関しては、女
性の視点や人権に十分に配慮します。

3
日常生活における男女共同参画
の推進

国籍・文化等の異なる多様な区
民の理解、交流促進

多文化共生社会の実現に向けて、急増する区内
在住の外国人を対象に交流事業を実施するほ
か、講座、情報誌等により、多文化等への理解
促進を図り、ネットワークの拡充を促します。

計画を推進するためのしくみ

取り組み 内　容

1 区の推進体制の充実 職員研修の充実
区職員が日常業務の中で、男女共同参画意識を
持って、業務を遂行することが重要であるため、職員
研修の充実を図ります。

2 区民・関係機関等との連携
大学、関係機関、地域団体、
NPOなどとの課題解決

大学や各分野における関係機関や地域団体等との
連携を強化し、男女共同参画に関する地域課題の解
決に取り組みます。

    ２．平成３０年度における重点取組内容　　　　　　　　　　　　

課　　題

課　　題

課　　題

課　　題
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3．評価の進め方

（１）評価の流れ

評価は、取組・課題・目標の各段階において、所管課・多様性社会推進課・男女共同参画

審議会が実施しました。（下表のとおり）

評価

事  業
(118事業）

P33

①　所管課では、アゼリアプランに定める取組の中から、男女共同参画の浸透状況を測るのに

　   適した事業について、チェックリストを使用して、配慮度による評価を行いました。

②　多様性社会推進課では、各取組について各課に調査票の作成を依頼し、男女共同参画の

　   視点から評価を行います。評価結果は各課にフィードバックし、必要に応じヒアリング等

　　を実施し、調整を行いました。

③　多様性社会推進課では、取組単位評価を総合して、各課題単位の評価を行い、男女共同

　　参画審議会に報告しました。

④　男女共同参画審議会は、課題単位の評価をもとに、目標単位での評価及び全体の進捗状況

　　の総合評価を行い、結果を男女共同参画推進本部に報告します。

　

　

 

評価者

③多様性社会推進課

②多様性社会推進課

         所管課

目　標
（3つの目標と
推進の仕組み）

【目標は達成されたか】

課題単位の評価をもとに総合評価
及び全体総括を行う

課　題
（11課題）

【課題は解決されたか】

取組単位の評価をもとに
総合評価を行う

評価方法評価単位

P12

P14

P19

④男女共同参画審議会

男女共同参画への配慮度評価

取　組
（69取組）

【取組は進んだか】

指標・配慮度をもとに各事業を評
価し、取組単位の総合評価を行う

①所管課配慮度チェック
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　区の実施した事業について、男女共同参画の視点から見た進捗状況に対して評価を行うものです。

　評価は取組に対応する各事業ごとに行い、取組単位の評価を決定する上での判断基準とします。

①各課の事業についての評価は１表、多様性社会推進課の事業についての評価は２表を使用

②各事業についての評価項目の状況をチェックし、その点数を集計し、評価段階を決定

評価方法  ①A～Cの配点＝ A（十分等）25点 、B（要工夫等）13点、C(不十分等）0点    　　　

 ②各評価項目の配点の合計により、評価段階が決まります　

  （評価項目が４項目の場合）　 81～100点＝A　 51～80点＝B   　0～50点＝C

  （評価項目が３項目の場合）　 61～75点  ＝A　 38～60点＝B   　0～37点＝C　

【１表：各課の事業についての評価】

適切 □ やや不足 □ 不足 □

十分 □ 要工夫 □ 不十分 □

十分 □ 要強化 □ 不十分 □

十分配慮 □ ある程度配慮 □ 不十分 □

小計

合計

評価段階

A

B

C

D

－

【２表：多様性社会推進課の事業についての評価】

適切 □ やや不足 □ 不足 □

十分 □ 要工夫 □ 不十分 □

十分 □ 要強化 □ 不十分 □

事業に反映 □ ニーズ把握のみ □ 把握していない □

小計

合計

評価段階

A

B

C

D

－

 

（２）評価方法及び基準

評価項目 A B C

需要に対するサービスの供給量

＜事業単位の評価方法＞

区民への周知

関係機関・団体との連携

男女共同参画の視点からの配慮

点 点 点

点

評価内容

男女共同参画の推進に直接的・間接的に効果をあげている。

男女共同参画の推進に直接的・間接的に効果をあげているが、実施方法等によってはさらに
効果をあげることが見込まれる。

男女共同参画の推進に直接的・間接的にある程度効果をあげているが、実施方法等を工夫
し、さらに効果をあげることが求められる。

事業を行わなかった。

事業完了、隔年実施、実施準備中などの理由により評価できない。

評価項目 A B C

需要に対するサービスの供給量

区民への周知

関係機関・団体との連携

区民ニーズの把握

点 点 点

事業完了、隔年実施、実施準備中などの理由により評価できない。

点

評価内容

適切に実施されている。

実施されているが、更に充実が求められる。

実施されているが、十分でない。

事業を行わなかった。
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　区の実施した取組について、男女共同参画の視点から進捗状況に対して評価を行うものです。

　各事業の評価を総合して、取組単位の評価を決定します。

評価段階

A

B

C

D

－

各課題単位に、取組単位評価を総合し、課題解決の視点から評価を行うものです。

評価は取組単位評価をもとに、平均ポイントにより判定します。ただし、取組の重要性等を加味

して段階を変更することも可能とします。

【計算方法】　A=100ポイント，B=75ポイント，C=50ポイント，D=0ポイント とし、

　次の計算式により算出する。

　　     　　　（各取組のポイント合計）÷（評価Aから評価Dまでの取組の数）

評点 　　　　　　　評　　価 条件

A 課題解決に向けおおむね進捗している 85ポイント以上

B＋ 課題解決に向け進捗しているが、さらなる取り組みが求められる 75ポイント以上

B－ 課題解決に向け進捗しているが、一部にとどまっている 60ポイント以上

C 課題解決に向けた取り組みが不十分である 60ポイント未満

男女共同参画審議会が、課題単位の評価及び重点取組等の内容について精査等を行うと共に

全体的な進捗状況を踏まえ、目標単位の総合評価を行います。

      

評価不能

＜課題単位評価基準＞

＜目標の評価方法＞

＜取組単位の評価方法＞

　　　　　　評　価　内　容

適切に実施されている

実施されているが、更に充実が求められる

実施されているが、十分でない

取組を行わなかった
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取
り

組
み

事
業

名
所

管
課

項
目

番
号

項
目

内
容

チ
ェ

ッ
ク

で
き

た

で
き

な
か

っ
た

非
該

当

で
き

た

で
き

な
か

っ
た

非
該

当

で
き

た

で
き

な
か

っ
た

非
該

当

で
き

た

で
き

な
か

っ
た

非
該

当

男
女

共
同

参
画

に
対

す
る

配
慮

度
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

1

事
業

の
企

画
・

立
案

・
実

施
に

あ
た

り
、

女
性

・
男

性
双

方
（

区
民

又
は

職
員

）
の

意
見

を
聞

き
、

女
性

と
男

性
の

視
点

が
事

業
に

盛
り

込
ま

れ
る

よ
う

に
し

た
。

　
(例

)女
性

（
男

性
）

の
多

い
実

行
委

員
会

形
式

の
イ

ベ
ン

ト
開

催
に

お
い

て
、

男
性

（
女

性
）

の
実

行
委

員
の

意
見

を
も

と
に

、

平
日

会
社

な
ど

に
勤

め
て

い
る

男
性

（
女

性
）

の
参

加
を

促
す

た
め

に
イ

ベ
ン

ト
を

休
み

の
日

に
開

催
し

た
。

＜
取

組
み

具
体

例
・

そ
の

ほ
か

配
慮

し
た

点
＞

＜
で

き
な

か
っ

た
点

・
で

き
な

か
っ

た
理

由
＞

2

男
の

役
割

・
女

の
役

割
と

い
う

固
定

的
な

性
別

役
割

分
担

意
識

に
と

ら
わ

れ
な

い
内

容
に

し
た

。
　

(例
)男

性
向

け
の

講
座

を
保

育
付

き
で

実
施

し
た

。

＜
取

組
み

具
体

例
・

そ
の

ほ
か

配
慮

し
た

点
＞

＜
で

き
な

か
っ

た
点

・
で

き
な

か
っ

た
理

由
＞

3

パ
ン

フ
レ

ッ
ト

・
チ

ラ
シ

や
申

請
書

の
文

章
、

イ
ラ

ス
ト

に
つ

い
て

、
性

別
に

と
ら

わ
れ

な
い

表
現

と
す

る
よ

う
配

慮
し

た
。

　
(例

)家
事

・
育

児
を

す
る

イ
ラ

ス
ト

は
男

女
両

方
を

描
く

よ
う

に
し

た
。

＜
取

組
み

具
体

例
・

そ
の

ほ
か

配
慮

し
た

点
＞

＜
で

き
な

か
っ

た
点

・
で

き
な

か
っ

た
理

由
＞

女
性

・
男

性
双

方
が

参
加

ま
た

は
利

用
し

や
す

く
な

る
よ

う
工

夫
し

た
。

　
(例

)イ
ベ

ン
ト

の
開

催
に

あ
た

り
、

勤
労

者
・

主
婦

・
子

育
て

中
の

方
を

問
わ

ず
参

加
し

や
す

い
よ

う
開

催
日

・
時

間
・

保
育

サ
ー

ビ
ス

等
に

配
慮

し
た

。

＜
取

組
み

具
体

例
・

そ
の

ほ
か

配
慮

し
た

点
＞

＜
で

き
な

か
っ

た
点

・
で

き
な

か
っ

た
理

由
＞

4

企 画 ・ 立 案 段 階 実 施 段 階

項
目

番
号

項
目

内
容

チ
ェ

ッ
ク

で
き

た

で
き

な
か

っ
た

非
該

当

で
き

た

で
き

な
か

っ
た

非
該

当

で
き

た

で
き

な
か

っ
た

非
該

当

で
き

た

で
き

な
か

っ
た

非
該

当

で
き

た

で
き

な
か

っ
た

非
該

当

配
慮

し
た

項
目

の
数

【
評

価
】

9

性
に

起
因

す
る

問
題

や
安

全
・

健
康

面
等

に
配

慮
す

る
必

要
が

あ
っ

た
場

合
、

事
業

を
実

施
す

る
者

の
性

別
に

配
慮

し
た

。
　

(例
)健

康
相

談
に

お
い

て
、

女
性

の
相

談
を

受
け

る
際

に
女

性
の

相
談

員
が

応
じ

ら
れ

る
よ

う
に

体
勢

を
整

え
た

。

＜
取

組
み

具
体

例
・

そ
の

ほ
か

配
慮

し
た

点
＞

＜
で

き
な

か
っ

た
点

・
で

き
な

か
っ

た
理

由
＞

事
業

を
評

価
す

る
た

め
に

必
要

な
男

女
別

の
実

績
デ

ー
タ

が
存

在
す

る
。

　
(例

)健
康

相
談

の
件

数
、

助
成

制
度

の
利

用
者

、
講

座
の

参
加

者
ア

ン
ケ

ー
ト

＜
男

女
別

に
把

握
し

た
デ

ー
タ

＞

＜
で

き
な

か
っ

た
点

・
で

き
な

か
っ

た
理

由
＞

6

区
民

や
職

員
に

対
し

、
性

別
役

割
分

担
を

前
提

に
し

た
対

応
を

行
わ

な
い

よ
う

に
、

女
性

・
男

性
い

ず
れ

に
対

し
て

も
同

様
の

態
度

で
対

応
す

る
よ

う
に

し
た

。
　

(例
)子

育
て

の
講

座
を

開
催

す
る

際
、

母
親

だ
け

で
は

な
く

父
親

も
対

象
で

あ
る

こ
と

を
口

頭
・

チ
ラ

シ
等

で
明

確
に

し
た

。

＜
取

組
み

具
体

例
・

そ
の

ほ
か

配
慮

し
た

点
＞

＜
で

き
な

か
っ

た
点

・
で

き
な

か
っ

た
理

由
＞

事
業

を
実

施
す

る
者

が
、

事
業

進
行

中
男

女
共

同
参

画
を

配
慮

・
推

進
し

て
い

た
。

　
(例

)ワ
ー

ク
シ

ョ
ッ

プ
に

て
グ

ル
ー

プ
リ

ー
ダ

ー
を

選
出

す
る

際
、

女
性

も
選

出
さ

れ
る

よ
う

働
き

か
け

を
し

た
。

＜
取

組
み

具
体

例
・

そ
の

ほ
か

配
慮

し
た

点
＞

＜
で

き
な

か
っ

た
点

・
で

き
な

か
っ

た
理

由
＞

7

事
業

の
対

象
と

な
る

女
性

・
男

性
双

方
に

サ
ー

ビ
ス

が
及

ん
だ

。
　

(例
)職

業
能

力
開

発
の

講
座

を
開

催
し

た
が

、
男

性
向

け
の

内
容

が
多

か
っ

た
た

め
、

別
途

女
性

向
け

の
講

座
も

開
催

し
た

。

＜
取

組
み

具
体

例
・

そ
の

ほ
か

配
慮

し
た

点
＞

＜
で

き
な

か
っ

た
点

・
で

き
な

か
っ

た
理

由
＞

（
事

業
の

対
象

が
片

方
の

性
の

場
合

）
限

定
す

る
理

由
・

根
拠

　 　   
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
※

理
由

が
法

的
な

根
拠

や
身

体
的

特
徴

（
例

：
妊

娠
・

出
産

）
に

よ
る

場
合

→
非

該
当

に
チ

ェ
ッ

ク

85

実 施 段 階 結 果

男
女

共
同

参
画

に
配

慮
し

た
項

目
の

割
合

配
慮

し
た

数
÷

（
9

－
非

該
当

数
）

男
女

共
同

参
画

配
慮

度
へ

の
評

価

2
/3

超
十

分
に

配
慮

し
た

1
/3

超
2

/3
以

下
あ

る
程

度
の

配
慮

を
し

た
1

/3
以

下
配

慮
が

不
十

分
だ

っ
た
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第２章 アゼリアプランの進捗評価と今後の取組 

 

１． 平成３０年度事業の進捗評価 

（１） 北区男女共同参画審議会による目標単位の総合評価 

 

（２） 課題別評価 

 

（３） 課題ごとの数値目標一覧 

 

（４） 事業実績及び評価一覧（重点取組含む） 

 

（５） 男女共同参画配慮度チェック 

 

２． 令和元年度における重点取組内容 
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１．平成３０年度事業の進捗評価 

（１）北区男女共同参画審議会による目標単位の総合評価 
 

目標１  人権を尊重し健康な生活を実現する地域社会 

男女がともに個性と人格を尊重し、互いの性を理解しあい、生涯にわたり心も体も健康に

過ごせる地域社会をめざします。 

 

＜総合評価＞ 

●目標に向けおおむね進捗している。 
 

・「課題１ 配偶者暴力の防止と被害者支援」について、若年層に対する意識啓発や相談業

務における関係機関との連携を強化するなど、おおむね進捗している。 

・「課題２ 男女の人権侵害防止への取組」について、虐待防止に関わる関係機関の連携を

強化し、虐待防止への取組を推進するとともに、人権にかかわる意識啓発につとめてお

り、おおむね進捗している。 

・「課題３ 生涯を通じた心と体の健康支援」について、各種健診や相談業務、啓発事業 

により妊娠・出産期にかかわる支援、健康づくりへの支援、相互の性を尊重した健康づ 

くりの推進を図り、おおむね進捗している。 

 

 

目標２  仕事と家庭・地域生活を両立できる地域社会 

男女がともにライフステージに応じて働き方を選択して、仕事と家庭や地域生活をバラン

スよく両立できる地域社会をめざします。 

 

＜総合評価＞ 
 
●目標に向けおおむね進捗している。 
 

・「課題１ 仕事と家庭生活の両立」について、ワーク・ライフ・バランスを推進する企業

等への支援としてアドバイザーの派遣件数、認定企業数については昨年度を下回っている

ので、引き続き広報活動を強化する必要がある。 

・「課題２ 子育てや介護を安心して行うための環境整備」について、多様な保育サービス

の提供や子育て家庭への支援、子どもの貧困対策に向けた事業を実施するなど、おおむね

進捗しているが、区民ニーズ・子育て世代の意識等の動向を見据えたサービスの充実に努

められたい。 

・「課題３ 働く場における男女共同参画の推進」については、女性の活躍推進に向けた就 

労支援やキャリアアップ支援のための多様な講座が実施され、ほとんどの講座で定員に 

近い応募があり、おおむね進捗している。 
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目標３  男女があらゆる分野で学び参画する地域社会  

男女が自らの意思によって、社会のあらゆる分野で学び参画し、男女共同参画に主体的に

取り組む地域社会をめざします。  
 
 
＜総合評価＞ 
 

    ●目標に向け進捗しているが、さらなる取り組みが求められる。 
 

・「課題１ 育ちの場における男女共同参画意識の形成」については、町会・自治会等の

地域団体への取り組み促進の成果は十分とはいえない状況がみられるものの、教職員

等への人権研修の充実が図られ、また子どもに対する教育現場での相談対応を行うな

ど、おおむね進捗している。 

・「課題２ 政策・方針決定過程への男女共同参画の推進」ついては、普及啓発や女性委

員登用への呼びかけを行っているものの、審議会等の女性委員の比率が低い状況であ

ることを踏まえ、啓発機会の拡大や事業内容の充実など、より一層の取り組みが必要

である。また、町会・自治会等に対する啓発については、事業参加を促す積極的な働

きかけを含めた工夫が必要である。 

・「課題３ 日常生活における男女共同参画の推進」は、男女がともに自立し生活するた

めの支援を行っているが、事業の周知方法や実施内容に更なる工夫を凝らして男性の

参加を促進することが必要である。 
 
 

 

計画を推進するためのしくみ  

 

男女共同参画社会を実現するために、区の推進体制の充実を図るとともに、区民や関係機

関と緊密な連携をし、総合的かつ効果的に施策を展開します。  
 
 

＜総合評価＞  
 

    ●目標に向け進捗しているが、さらなる取り組みが求められる。 
 

・「課題１ 区の推進体制の充実」については、職員研修の実施や計画の進捗管理など、

着実に取り組んでいるものの、スペースゆうを男女共同参画を推進する拠点施設とし

てのさらなる機能強化を図るため、より一層の取り組みが必要である。 

・「課題２ 区民、関係機関等との連携」については、大学をはじめとする関係団体と協

働で事業を実施するなど、おおむね進捗している。 
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（２） 課題別評価 

 

目標１ 人権を尊重し健康な生活を実現する地域社会  

男女がともに個性と人格を尊重し、互いの性を理解しあい、生涯にわたり心も体も健康に過

ごせる地域社会をめざします。 

 

【課題１ 配偶者暴力の防止と被害者支援】 評価 Ａ 
 

○ 取組状況の概要 

平成 30 年度の重点取組であった「若年層に対する啓発」は、中学生・高校生を対象とした

「デート DV 出前講座」を区内４校で実施したが、生徒のアンケート結果から一定の成果が認

められた。そのほか、ＤＶの被害者に対する相談体制や支援については、関係機関と連携した

上で継続して行うことができた。 

 

○ 課題 

  DV 防止については、講座や情報誌等による継続的な啓発が必要であるが、より多くの人

へ周知し、講座への参加を得るには、なお一層の工夫が求められる。 

  
【課題２ 男女の人権侵害防止への取組】 評価 Ａ 

 
○ 取組状況の概要 

  「虐待防止への取組み」について、高齢者・障がい者・児童といった社会的弱者への対応

については従前より実施しており、意識啓発としての職員に対する研修も継続して行ってき

ている。パートナーシップ事業で性暴力やＬＧＢＴ等に関する講座を実施しており、一定の

成果が認められた。 

  

○ 課題 

   ２０２０年の東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向けて、多様性を尊重 

した人権意識の啓発は重要課題である。第６次アゼリアプラン策定に向け、更に取組を推進

していく必要がある 

 

【課題３ 生涯を通じた心と体の健康支援】 評価 Ａ 
 

○ 取組状況の概要 

  「妊娠・出産期に関わる支援」は継続的に実施してきているところであるが、女性のみな

らず男性に対しても講座や情報誌等により、育児に関する情報を提供し、妊娠・出産期にお

ける女性特有の体調の変化について情報を提供することができた。 

 

○ 課題 

  「健康づくりへの支援」について、女性のみならず、男性に対しても講座や情報誌等によ

り提供する必要がある。また、「生涯を通じた健康づくりへの支援」を切れ目なく行ってい

くことが重要である。 
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目標２ 仕事と家庭・地域生活を両立できる地域社会  

男女がともにライフステージに応じて働き方を選択して、仕事と家庭や地域生活をバラン

スよく両立できる地域社会をめざします。 

 

【課題１ 仕事と家庭生活の両立】 評価 Ａ 
 

○ 取組状況の概要 

  「ワーク・ライフ・バランス推進企業」については２社認定し、情報誌等による取組みの

紹介を行ったほか、スペースゆう内に紹介パネルを掲示した。そのほか、「男性の子育て・家

事協働支援」として、子ども未来課と共催で「パパ応援プロジェクト事業」を実施した。 

  

○ 課題 

平成 30 年度は、ワーク・ライフ・バランス推進認定企業に応募する企業及びアドバイザ

ー派遣を希望する企業の件数が、平成 29 年度に比べて減少した。これまでも、区内企業へ

の事業に関する情報提供を様々な機会を捉えて行っているが、新たに労働分野の関係機関と

連携して周知するなど、引き続きワーク・ライフ・バランスに取組む企業の優位性などの情

報を提供していくことが必要である。 

 

【課題２ 子育てや介護を安心して行うための環境整備】 評価 Ａ                                   

○ 取組状況の概要 

 平成２９年度末の第５次アゼリアプラン中間の見直しでは、「子どもの貧困対策」を新たな

取組に掲げ平成３０年度の重点取組としており、様々な支援事業を通じて子どもに寄り添った

施策を実施した。また「保育サービスの充実」では、待機児童解消のため私立保育園の誘致な

ど引き続き保育サービスの充実を図っている。 

 

○ 課題 

 「子育て支援の充実」ついては継続的に事業を推進しているものの、個々の事業によっては

課題が見られる。引き続き、区民ニーズや意識の動向を見据えた支援の充実を図ることが必要

である。 

 

【課題３ 働く場における男女共同参画の推進】 評価 Ａ 
 

○ 取組状況の概要 

 「女性の活躍推進に向けた働きかけ」については、就労支援やキャリアアップ支援の各種講

座において、ほとんどの講座で定員を満たす応募があり、受講者アンケートからも女性の自己

実現に向けた意識の高さをうかがうことができた。また、各種「ハラスメント防止」に係る研

修や啓発活動についても取り組んでいる。 

 

○ 課題 

 企業等の従事者・雇用主に対して広く啓発するため、産業振興課や他の労働関係団体との連

携が重要である。 
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目標３ 男女があらゆる分野で学び参画する地域社会  

男女が自らの意思によって、社会のあらゆる分野で学び参画し、男女共同参画に主体的に

取り組む地域社会をめざします。 

 

【課題１ 育ちの場における男女共同参画意識の形成】 評価 Ａ 
 

○ 取組状況の概要 

 「男女共同参画意識の形成」は、学校や家庭における意識啓発や適切な情報提供は行われ

ており、学校では教職員等への人権教育研修を実施するとともに、児童向けにはパンフレッ

ト等による啓発や相談体制の充実を図っている。家庭に向けては、平成３０年度の重点取組

とした「家庭教育学級」について、親や子どもを対象とした事業を継続して実施している。 

  

○ 課題 

 町会・自治会等の地域団体への啓発については、講座メニューの充実や周知方法を改善す

るなど、出前講座等の受講を促す方策等を工夫して、より多くの実施の機会を増やす必要が

ある。 

 

【課題２ 政策・方針決定過程への男女共同参画の推進】 評価 Ｂ－ 
 

○ 取組状況の概要 

 講座や情報誌での啓発や審議会への女性委員登用への呼びかけを行っているものの、審議

会委員の女性の比率が低い状況である。また、出前講座が未実施であり、町会・自治会、Ｐ

ＴＡ当地域団体のリーダーへの働きかけが進んでいないため、全体の評価を「Ｂ－」とし

た。 

   

 ○ 課題 

  「防災・復興にかかる各種計画における男女共同参画の推進」については、近年発生した

災害の状況を受けて、防災計画に男女共同参画の視点を踏まえたものとなっているが、今後

は実際に災害時に避難所運営に携わる町会・自治会等の地域団体向けの講座等を実施するな

ど情報を行政と共有していく必要がある。 

また、町会・自治会等の地域団体への啓発については、課題１と同様に出前講座等の受講

を促す方策等を工夫して、より多くの実施の機会を増やす必要がある。 

 

【課題３ 日常生活における男女共同参画の推進】 評価 Ａ 
 

○ 取組状況の概要 

 「男女がともに自立し生活するための支援」については、意識啓発のための情報提供や講

座を実施した。「男女共同参画活動を推進する団体との交流及び支援」については、一定の

実績を積むことができた。なお、平成３０年度の重点事業である「多様な区民の理解とネッ

トワークの拡大」については、団体と協働し、ＬＧＢＴ等に関連する事業を実施した。 

 

○ 課題 

 「地域活動への参加促進」について、様々な団体が活動を行ってきているが、その大半が

女性となっている。一方、男性向けの講座として「家族介護のあり方」に関する講座を、社
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会人が参加しやすい平日の夜間に設定したが、参加者は少数にとどまっている。今後も引き

続き、講座内容の充実のほか、周知・広報の工夫により、男性が事業に関心を寄せて参加意

欲を高める工夫が必要である。 

 

計画を推進するためのしくみ 

男女共同参画社会を実現するために、区の推進体制の充実を図るとともに、区民や関係機

関と緊密な連携をし、総合的かつ効果的に施策を展開します。 

 

【課題１ 区の推進体制の充実】 評価 Ｂ＋ 

○ 取組状況の概要 

 「職員の意識啓発」については、男女共同参画に関する意識意向調査や多様な性について

考える研修を実施しており、また第６次アゼリアプランの策定に向けて、区民や企業経営

者、町会・自治会役員、中学２年生を対象とした男女共同参画に関する「区民意識意向調

査」を実施している。 

 「拠点施設の機能強化」については、スペースゆう（北区男女共同参画活動拠点施設）に

おいて、様々な講座を実施するとともに、リーフレット等での周知・活用促進を図った。 

 

○ 課題 

 区民意識意向調査において、男女共同参画条例やスペースゆうの認知度が低いという調査

結果から、課題別評価としては「Ｂ＋」とした。審議会からの提言を踏まえ、第６次アゼリ

アプラン策定に向け各施策・事業の拡充とともに、スペースゆうの情報発信機能の強化に努

める必要がある。 

 

【課題２ 区民、関係機関等との連携】 評価 Ａ 
 

○ 取組状況の概要 

 「区民、関係機関等の連携」では、東京家政大学やお茶の水女子大学等の大学、関係機関

等の連携を通じて事業を実施し、チラシやパンフレット等を通じた啓発を図った。 

  

○ 課題 

 「区民等との協働事業の推進」について、男女共同参画週間事業などに多くの区民の参

画・協力を得ることを目的として地域スタッフがいるが、今後の体制について検討が必要で

ある。 
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目標 指　　標
策定時の数値
（26年度）

計画期間中の
目標値

27
年度

28
年度

29
年度

30
年度

31
年度

（元年度）

1
配偶者暴力
の防止と被
害者支援

過去２年間に配偶者等から暴
力を受けた人のうち、警察・
北区男女共同参画センターな
ど公共機関に相談した人の割
合（北区男女共同参画に関す
る意識・意向調査）

平成25年度
11.3％

平成30年度
40％

＿ ＿ ＿ 12.1% ＿

2
男女の人権
侵害防止へ
の取組

メディアのおける性・暴力表
現について、問題があると
思っている人の割合（北区男
女共同参画に関する意識・意
向調査）

平成25年度
64.1％

平成30年度
50％

＿ ＿ ＿ 65.9% ＿

3
生涯を通じ
た心と体の
健康支援

過去１年間に健康診断を受け
た人の割合（男女共同参画に
関する意識・意向調査）

平成25年度
男性85.3％
女性79.1％

平成30年度
男女とも
100％に
近づける

＿ ＿ ＿

平成30年度
男性89.6%
女性82.5%

＿

2

子育てや介
護を安心し
て行うため
の環境整備

保育サービス（保育所、認証
保育所、保育室、家庭福祉
員）の定員数（北区子ども・
子育て支援計画2015）

平成26年
4月1日

6,422人

平成31年
４月１日
9,428人

6,627
人

7,062
人

7,887
人

8,940
人

＿

3

働く場にお
ける男女共
同参画の推
進

子育て支援制度の利用促進に
取り組んでいる企業（北区男
女共同参画に関する意識・意
向調査）

平成25年度
69.4％

平成30年度
80％

＿ ＿ ＿ 66.0% ＿

1

育ちの場に
おける男女
共同参画意
識の形成

｢男は仕事、女は家庭」と思
わない人の割合（北区男女共
同参画に関する意識・意向調
査）

平成25年度
42.7％

平成30年度
60％

＿ ＿ ＿ 66.8% ＿

2

政策・方針
決定過程へ
の男女共同
参画の推進

審議会等の女性委員の割合
平成26年度

28.1％
平成31年度

40％
27.6% 27.8% 27.7% 26.3% ＿

3

日常生活に
おける男女
共同参画の
推進

北区男女共同参画条例、北区
男女共同参画センターの認知
度（北区男女共同参画に関す
る意識・意向調査）

平成25年度
条例17.0％

センター
20.4％

平成30年度
条例50％
センター

50％

＿ ＿ ＿

条例13.8％
スペースゆう

18.3%
＿

※「とうきょう次世代サポート企業」については、平成３０年３月をもって新規登録を停止している。
新規事業として「家庭と仕事の両立支援推進企業登録制度」を開始している。（0社）

　 （３）課題ごとの数値目標一覧

1

2

課　　題

1
仕事と家庭
生活の両立

「とうきょう次世代サポート
企業」に登録している北区の
事業所数

平成26年度
12社

平成31年度
　40社

 ８社  ９社 11社

3

※ ※
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DV防止区民啓発講座 B 十分配慮 男女いきいき推進課

パンフレットや情報誌による啓発 Ａ ○ 男女いきいき推進課

若年層へ向けた啓発
（デートDV講座）

Ａ ー 男女いきいき推進課

JKビジネス問題等に関する
意識啓発

Ｄ 男女いきいき推進課

評価段階

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

—

評価段階

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

—

 

1

取組
番号

1

配偶者暴力の防止
に関する啓発

若年層に対する暴
力防止に関する意
識啓発

男女共同
参画配慮度

所管課

人権を尊重
し健康な生
活を実現す
る地域社会

事業を行わなかった

事業完了、隔年実施、実施準備中などの理由により評価できな
い

【男女いきいき推進課の事業についての評価】

評価内容

適切に実施されている

実施されているが、さらに充実が求められる

実施されているが、十分でない

男女共同参画の推進に直接的・間接的に効果をあげている

男女共同参画の推進に直接的・間接的に効果をあげているが、
実施方法等によってはさらに効果をあげることが見込まれる

男女共同参画の推進に直接的・間接的にある程度効果をあげて
いるが、実施方法等を工夫し、さらに効果をあげることが求め
られる

事業を行わなかった

事業完了、隔年実施、実施準備中などの理由により評価できな
い

実績 評価

  （４）事業実績及び評価一覧（重点取組含む）

【各欄の見方】

評価内容

【各課の事業についての評価】

〈事業単位の評価方法〉

目標 施策の方向
取組

（網かけ＝重点）

取組
単位
評価

事業名

配偶者暴力
の未然防止

Ａ

課題

配偶者暴力
の防止と被
害者支援

事業
番号

第５次アゼリアプラン課題

第５次アゼリアプラン目標

第５次アゼリアプラン施策の

方向・取組・個別事業

平成30年度事業単位の
男女共同参画配慮度

・ 十分配慮

・ ○・・・5項目以上非該当

・ ー・・・配慮度ﾁｪｯｸ未実施

・ ／・・・配慮度ﾁｪｯｸ対象外

①各取組の中から１～２事業を選定している

・年度ごとの重点取組に該当する事業

・プランの数値目標達成に直接的に影響する事業

・継続性が見込まれる事業

②上記以外の事業は斜線（/）としている

平成30年度

事業実績
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目
標

課
題

施
策

の
方

向

取 組 番 号

取
組

（
網

か
け

＝
重

点
）

取 組 単 位

評 価

事 業 番 号

事
業

名
（

網
か

け
＝

重
点

）
事

業
実

績
評

価
男

女
共

同
参

画
配

慮
度

所
管

課
（

３
０

年
度

）

1
D

V
防

止
啓

発
講

座
Ｄ

Ｖ
理

解
基

礎
「

大
切

な
人

を
守

る
た

め
に

～
Ｄ

Ｖ
被

害
を

受
け

た
母

子
へ

の
理

解
と

支
援

～
」

を
実

施
。

参
加

者
2

7
名

B
十

分
配

慮
男

女
い

き
い

き
推

進
課

2
パ

ン
フ

レ
ッ

ト
や

情
報

誌
に

よ
る

啓
発

北
区

パ
ー

プ
ル

リ
ボ

ン
シ

ン
ボ

ル
マ

ー
ク

を
入

れ
た

Ｄ
Ｖ
防

止
に

関
す

る
D

V
相

談
カ

ー
ド

を
、

北
区

役
所

庁
舎

を
は

じ
め

、
会

館
・

区
民

セ
ン

タ
ー

・
図

書
館

・
文

化
セ

ン
タ

ー
等

の
女

性
用

ト
イ

レ
に

設
置

し
て

い
る

。
ま

た
、

北
区

コ
ミ
ュ

ニ
テ

ィ
バ

ス
２

台
に

「
北

区
パ

ー
プ

ル
リ

ボ
ン

シ
ン

ボ
ル

マ
ー

ク
」

を
ラ

ッ
ピ

ン
グ

委
託

を
し

て
、

運
行

、
Ｐ

Ｒ
強
化

に
努

め
た

。

A
十

分
配

慮
男

女
い

き
い

き
推

進
課

3
若

年
層

へ
向

け
た

啓
発

（
デ

ー
ト

D
V

講
座

）
出

前
講

座
「

デ
ー

ト
Ｄ

Ｖ
に

つ
い

て
」

を
中

学
校

３
校

、
高

校
１

校
で

実
施

。
　

受
講

者
　

計
７

３
５

名
A

十
分

配
慮

男
女

い
き

い
き

推
進

課

4
J
K

ビ
ジ

ネ
ス

問
題

等
に

関
す

る
意

識
啓

発
啓

発
講

座
「

漂
流

す
る

少
女

た
ち

～
Ｊ

Ｋ
ビ

ジ
ネ

ス
の

背
景

～
」

を
実

施
。

　
　

参
加

者
　

3
5

名
A

十
分

配
慮

男
女

い
き

い
き

推
進

課

配
偶

者
暴

力
の

早
期

発
見

の
推

進
3

関
係

機
関

と
の

連
携

A
5

配
偶

者
か

ら
の

暴
力

防
止

連
絡

協
議

会
「

配
偶

者
か

ら
の

暴
力

防
止

連
絡

協
議

会
」

を
開

催
。

A
十

分
配

慮
男

女
い

き
い

き
推

進
課

4
相

談
窓

口
の

周
知

A
6

相
談

窓
口

や
情

報
提

供
の

場
や

機
会

の
拡

充

こ
こ

ろ
と

生
き

方
・

D
V

相
談

及
び

女
性

の
た

め
の

法
律

相
談

を
実

施
。

北
区

パ
ー

プ
ル

リ
ボ

ン
シ

ン
ボ

ル
マ

ー
ク

を
入
れ

た
Ｄ

Ｖ
防

止
に

関
す

る
D

V
相

談
カ

ー
ド

を
、

北
区

役
所

庁
舎

を
は

じ
め

、
会

館
・

区
民

セ
ン

タ
ー

・
図

書
館

・
文

化
セ
ン

タ
ー

等
の

女
性

用
ト

イ
レ

に
設

置
し

て
い

る
。

Ｄ
Ｖ

相
談
案

内
カ

ー
ド

や
リ

ー
フ

レ
ッ

ト
を

主
催

講
座

や
学

校
行

事
等
で

配
布

し
、

Ｐ
Ｒ

に
努

め
た

。

A
十

分
配

慮
男

女
い

き
い

き
推

進
課

7
母

子
・

父
子

、
婦

人
相

談
母

子
・

父
子

、
婦

人
相

談
の

実
施

　
相

談
者

数
　
1

,4
0

1
名

A
十

分
配

慮
生

活
福

祉
課

8
こ

こ
ろ

と
生

き
方

・
D

V
相

談
問

題
や

悩
み

、
ま

た
Ｄ

Ｖ
被

害
に

つ
い

て
の

相
談

に
対

し
、

相
談

員
が

問
題

解
決

に
向

け
て

の
支

援
等

を
行

っ
た

。
相
談

件
数

　
延

べ
6

5
0

名
（

う
ち

男
性

相
談

1
9

件
）

。
A

十
分

配
慮

男
女

い
き

い
き

推
進

課

9
法

律
相

談
女

性
弁

護
士

に
よ

る
女

性
の

た
め

の
法

律
相

談
を

実
施

。
相

談
件

数
7

0
件

男
女

い
き

い
き

推
進

課

6
配

偶
者

暴
力

相
談

支
援

セ
ン

タ
ー

機
能

の
充

実
A

1
0

配
偶

者
暴

力
相

談
支

援
セ

ン
タ

ー
の

運
営

の
充

実
平

成
2

8
年

4
月

1
日

よ
り

、
配

偶
者

暴
力

相
談

支
援

セ
ン

タ
ー

を
設

置
。

「
北

区
D

V
専

用
ダ

イ
ヤ

ル
」

を
開

設
し

た
。

A
十

分
配

慮
男

女
い

き
い

き
推

進
課

7
安

全
確

保
の

た
め

の
支

援
体

制
の

整
備

A
1

1
母

子
緊

急
一

時
保

護
事

業
一

時
保

護
件

数
2

1
件

、
緊

急
一

時
保

護
ホ

テ
ル

宿
泊

費
助

成
0

件
A

○
生

活
福

祉
課

1
2

母
子

・
父

子
、

婦
人

相
談

（
再

掲
）

４
－

６
参

照
生

活
福

祉
課

1
3

こ
こ

ろ
と

生
き

方
・

D
V

相
談

及
び

法
律

相
談

（
再

掲
）

５
－

８
参

照
男

女
い

き
い

き
推

進
課

1
4

こ
こ

ろ
と

生
き

方
・

Ｄ
Ｖ

相
談

（
グ

ル
ー

プ
ミ

ー
テ

ィ
ン

グ
）

専
門

相
談

員
同

席
の

も
と

グ
ル

ー
プ

カ
ウ

ン
セ

リ
ン

グ
を
2

0
回

実
施

。
参

加
者

　
延

べ
3

6
名

男
女

い
き

い
き

推
進

課

1
5

D
V

被
害

者
同

行
支

援
事

業
平

成
2

3
年

7
月

よ
り

、
Ｄ

Ｖ
被

害
者

の
負

担
軽

減
と

手
続

き
の

円
滑

を
図

る
た

め
、

同
行

支
援

事
業

を
開

始
し

た
。

B
十

分
配

慮
男

女
い

き
い

き
推

進
課

9
関

係
機

関
・

団
体

等
と

の
連

携
強

化
A

1
6

行
政

関
係

機
関

・
警

察
等

と
の

連
携

強
化

行
政

関
係

機
関

・
警

察
等

と
会

議
を

行
い

、
D

V
被

害
者

の
現

状
を

把
握

し
連

携
を

強
化

し
た

。
A

十
分

配
慮

男
女

い
き

い
き

推
進

課

2
若

年
層

に
対

す
る

暴
力

防
止

に
関

す
る

意
識

啓
発

相
談

体
制

の
充

実

5
相

談
事

業
の

充
実

１
 配

偶
者

暴
力

の
防

止
と

被
害

者
支

援

※
「

北
区

配
偶

者
か

ら
の

暴
力

の
防

止
及

び
被

害
者

の
保

護
等

の
た

め
の

基
本

計
画

」
と

し
て

位
置

づ
け

ま
す

。

1
配

偶
者

暴
力

の
防

止
に

関
す

る
啓

発

被
害

者
支

援
の

充
実

8

配
偶

者
暴

力
の

未
然

防
止

自
立

支
援

の
充

実

A A
１ 　 人 権 を 尊 重 し 健 康 な 生 活 を 実 現 す る 地 域 社 会
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目
標

課
題

施
策

の
方

向

取 組 番 号

取
組

（
網

か
け

＝
重

点
）

取 組 単 位

評 価

事 業 番 号

事
業

名
（

網
か

け
＝

重
点

）
事

業
実

績
評

価
男

女
共

同
参

画
配

慮
度

所
管

課
（

３
０

年
度

）

1
7

人
権

相
談

平
成

3
0

年
度

（
毎

月
第

4
火

曜
日

）
　

7
件

　
人

権
特

設
相

談
所

の
開

設
（

平
成

3
0

年
６

月
１

日
）

３
件

広
報

課
総

務
課

1
8

高
齢

者
虐

待
防

止
対

策
の

推
進

1
7

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

に
寄

せ
ら

れ
た

虐
待

相
談

件
数
　

2
,3

0
0

件
B

十
分

配
慮

高
齢

福
祉

課

1
9

障
害

者
虐

待
防

止
対

策
の

推
進

自
立

支
援

協
議

会
権

利
擁

護
部

会
 4

回
開

催
、

障
害

者
虐

待
定

例
打

合
せ

の
開

催
 3

回
　

障
害

者
虐

待
防

止
Ｐ

Ｔ
会

議
の

開
催

2
回

　
虐

待
相

談
受

付
件

数
1

7
件

障
害

者
虐

待
対

応
ケ

ー
ス

連
絡

会
の

開
催

1
2

回

B
十

分
配

慮
障

害
福

祉
課

2
0

児
童

虐
待

防
止

対
策

の
推

進

要
保

護
児

童
対

策
地

域
協

議
会

３
回

開
催

代
表

者
会

議
構

成
員

３
２

名
（

男
性

２
５

名
・

女
性

７
名
）

実
務

者
会

議
構

成
員

３
５

名
（

男
性

２
１

名
・

女
性

１
４

名
）

A
十

分
配

慮
子

ど
も

家
庭

支
援

セ
ン

タ
ー

2
1

高
齢

者
虐

待
防

止
セ

ン
タ

ー
こ

こ
ろ

の
相

談
室

高
齢

者
本

人
及

び
家

族
等

が
抱

え
る

介
護

等
に

関
す

る
悩
み

に
対

し
、

臨
床

心
理

士
に

よ
る

専
門

相
談

相
談

者
数

　
延

べ
1

6
2

名
（

男
性

4
1

名
・

女
性

1
2

1
名

）
B

十
分

配
慮

高
齢

福
祉

課

2
2

子
育

て
相

談
事

業
（

再
掲

）
２

9
－

９
4

参
照

子
ど

も
未

来
課

2
3

子
ど

も
の

発
達

相
談

（
再

掲
）

２
９

－
９

３
参

照
子

ど
も

家
庭

支
援

セ
ン

タ
ー

2
4

職
員

に
対

す
る

研
修

高
齢

者
虐

待
防

止
に

関
す

る
研

修
参

加
者

8
0

名
高

齢
福

祉
課

2
5

職
員

に
対

す
る

研
修

障
害

福
祉

課
研

修
（

4
月

開
催

）
参

加
者

1
6

名
障

害
福

祉
課

2
6

職
員

に
対

す
る

研
修

①
児

童
虐

待
防

止
の

早
期

発
見

と
対

応
　

参
加

者
２

２
名

（
８

月
開

催
）

②
事

例
検

討
を

通
じ

て
学

ぶ
児

童
虐

待
へ

の
対

応
　

参
加
者

６
６

名
（

３
月

開
催

）

子
ど

も
家

庭
支

援
セ

ン
タ

ー

2
7

児
童

虐
待

防
止

啓
発

事
業

（
ペ

ア
レ

ン
ト

ト
レ

ー
ニ
ン

グ
）

①
ペ

ア
レ

ン
ト

ト
レ

ー
ニ

ン
グ

講
習

会
（

７
月

開
催

）
参
加

者
５

７
名

②
ト

レ
ー

ニ
ン

グ
プ

ロ
グ

ラ
ム

　
８

組
８

名
（

男
性

３
名
、

女
性

５
名

）

A
十

分
配

慮
子

ど
も

家
庭

支
援

セ
ン

タ
ー

2
8

メ
デ

ィ
ア

リ
テ

ラ
シ

ー
の

理
解

促
進

啓
発

事
業

未
実

施
D

-
男

女
い

き
い

き
推

進
課

2
9

メ
デ

ィ
ア

リ
テ

ラ
シ

ー
の

育
成

７
月

に
学

校
IC

T
活

用
研

修
を

実
施

し
、

「
情

報
モ

ラ
ル

と
メ

デ
ィ

ア
リ

テ
ラ

シ
ー

」
講

座
を

開
催

。
参

加
者

1
5

名
教

育
指

導
課

3
0

情
報

教
育

担
当

者
連

絡
会

の
開

催
２

回
実

施
（

５
月

・
１

１
月

）
A

十
分

配
慮

教
育

指
導

課

3
1

あ
ら

ゆ
る

人
々

の
人

権
の

理
解

促
進

人
権

特
設

相
談

所
の

開
設

、
専

用
の

相
談

機
関

の
案

内
、
区

民
ま

つ
り

等
に

お
け

る
啓

発
チ

ラ
シ

の
配

布
、

人
権

講
演
会

の
実

施
A

十
分

配
慮

総
務

課
男

女
い

き
い

き
推

進
課

3
2

女
性

の
人

権
に

関
す

る
普

及
啓

発
事

業
パ

ー
ト

ナ
ー

シ
ッ

プ
事

業
「

痴
漢

は
犯

罪
、

そ
し

て
病

気
。

～
被

害
者

の
心

の
傷

と
加

害
者

の
心

理
～

」
B

十
分

配
慮

男
女

い
き

い
き

推
進

課

3
3

北
区

男
女

共
同

参
画

条
例

・
第

５
次

ア
ゼ

リ
ア

プ
ラ

ン
の

周
知

ス
ペ

ー
ス

ゆ
う

主
催

の
講

座
・

講
演

会
で

条
例

パ
ン

フ
レ
ッ

ト
を

配
布

し
た

。
ま

た
、

ス
ペ

ー
ス

ゆ
う

内
に

「
第
5

次
ア

ゼ
リ

ア
プ

ラ
ン

」
を

配
架

し
た

。
A

十
分

配
慮

男
女

い
き

い
き

推
進

課

虐
待

防
止

に
関

す
る

意
識

啓
発

1
0

早
期

発
見

等
と

関
係

機
関

の
連

携
強

化

1
2

メ
デ

ィ
ア

の
持

つ
特

性
の

理
解

促
進

1
1

虐
待

防
止

へ
の

取
組

1
3

多
様

性
を

尊
重

し
た

人
権

意
識

の
啓

発

２
 男

女
の

人
権

侵
害

防
止

へ
の

取
組

（ １ 　 人 権 を 尊 重 し 健 康 な 生 活 を 実 現 す る 地 域 社 会 ）

A A B A

人
権

意
識

の
向

上
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目
標

課
題

施
策

の
方

向

取 組 番 号

取
組

（
網

か
け

＝
重

点
）

取 組 単 位

評 価

事 業 番 号

事
業

名
（

網
か

け
＝

重
点

）
事

業
実

績
評

価
男

女
共

同
参

画
配

慮
度

所
管

課
（

３
０

年
度

）

3
4

妊
産

婦
健

診
事

業

①
妊

婦
健

康
診

査
受

診
者

数
　

3
8

,0
1

4
名

②
里

帰
り

出
産

妊
婦

健
康

診
査

等
助

成
金

　
7

8
7

件
③

産
婦

健
康

診
査

受
診

者
数

　
2

,8
0

3
名

④
妊

婦
歯

科
健

康
診

査
受

診
者

数
　

5
3

6
名

A
○

健
康

推
進

課

3
5

妊
産

婦
保

健
相

談
事

業
（

妊
産

婦
訪

問
指

導
）

保
健

師
お

よ
び

助
産

師
が

家
庭

を
訪

問
し

、
各

自
の

生
活
に

沿
っ

た
指

導
助

言
を

し
て

い
る

。
妊

婦
3

9
名

、
産

婦
2

,7
5

1
名

、
新

生
児

お
よ

び
乳

児
2

,7
3

8
名

A
○

健
康

推
進

課

3
6

妊
産

婦
保

健
相

談
事

業
（

は
ぴ

マ
マ

・
た

ま
ご

面
接
）

す
べ

て
の

妊
婦

を
対

象
に

母
子

手
帳

交
付

時
、

保
健

師
等
が

面
接

を
実

施
し

、
妊

娠
期

か
ら

子
育

て
期

に
わ

た
る

ニ
ー
ズ

を
把

握
し

た
う

え
で

、
妊

婦
と

と
も

に
セ

ル
フ

プ
ラ

ン
を
作

成
す

る
。

面
接

者
数

2
,4

0
6

名

A
○

健
康

推
進

課

3
7

出
産

・
育

児
応

援
事

業
（

は
ぴ

マ
マ

・
ひ

よ
こ

面
接
）

出
産

や
育

児
を

迎
え

る
時

期
の

夫
婦

を
対

象
に

相
談

事
業
を

実
施

す
る

。
A

十
分

配
慮

子
ど

も
家

庭
支

援
セ

ン
タ

ー

3
8

妊
産

婦
保

健
相

談
事

業
（

産
前

産
後

サ
ポ

ー
ト

事
業
）

出
産

前
後

の
母

親
の

心
労

や
出

産
直

後
の

悩
み

、
育

児
不
安

等
の

軽
減

を
図

る
た

め
の

事
業

を
実

施
す

る
。

①
産

前
産

後
セ

ル
フ

ケ
ア

講
座

　
妊

婦
お

よ
び

産
婦

参
加

者
数

　
4

3
3

名
②

産
後

シ
ョ

ー
ト

ス
テ

イ
事

業
　

利
用

件
数

　
1

7
件

A
○

健
康

推
進

課

3
9

妊
産

婦
保

健
相

談
事

業
（

は
ぴ

マ
マ

学
級

等
）

妊
娠

か
ら

産
じ

ょ
く

期
間

中
の

健
康

生
活

及
び

育
児

に
関
す

る
実

際
上

の
知

識
を

習
得

す
る

と
と

も
に

、
地

域
で

の
子
育

て
仲

間
を

作
る

こ
と

を
目

的
に

実
施

し
て

い
る

。
①

は
ぴ

マ
マ

学
級

（
3

日
制

）
　

受
講

延
人

数
　

1
,0

6
3

名
②

パ
パ

に
な

る
た

め
の

半
日

コ
ー

ス
　

受
講

延
人

数
　
8

5
1

名

A
十

分
配

慮
健

康
推

進
課

4
0

子
育

て
福

袋
の

配
付

母
子

健
康

手
帳

の
交

付
時

に
、

子
育

て
支

援
情

報
や

関
係
施

設
の

案
内

冊
子

等
の

入
っ

た
「

子
育

て
福

袋
」

を
配

付
し
た

（
就

学
前

の
子

が
い

る
転

入
世

帯
に

も
配

付
し

た
）

配
付
数

4
,3

5
0

個

子
ど

も
未

来
課

4
1

特
定

健
康

診
査

・
特

定
保

健
指

導

医
療

保
険

者
に

対
し

、
メ

タ
ボ

リ
ッ

ク
シ

ン
ド

ロ
ー

ム
に
着

目
し

た
特

定
健

康
診

査
・

特
定

保
健

指
導

の
実

施
。

特
定

健
診

受
診

者
数

名
2

5
,3

6
3

名
（

男
性

1
0

,3
8

0
名

・
女

性
1

4
,9

8
3

名
）

A
十

分
配

慮
国

保
年

金
課

4
2

骨
粗

し
ょ

う
症

検
診

骨
粗

し
ょ

う
症

検
診

受
診

者
2

,3
7

3
名

（
女

性
の

み
）

健
康

推
進

課

4
3

子
宮

が
ん

検
診

子
宮

が
ん

検
診

・
新

た
な

ス
テ

ー
ジ

に
入

っ
た

が
ん

検
診

受
診

者
6

,0
5

8
名

（
女

性
の

み
）

健
康

推
進

課

4
4

子
宮

頚
が

ん
予

防
接

種

接
種

実
績

（
1

回
目

1
7

人
、

2
回

目
1

7
人

、
3

回
目

1
0

人
）

は
あ

る
も

の
の

、
国

の
関

係
審

議
会

に
お

い
て

、
ワ

ク
チ
ン

と
の

因
果

関
係

を
否

定
で

き
な

い
持

続
的

な
疼

痛
が

ワ
ク
チ

ン
接

種
後

に
特

異
的

に
み

ら
れ

、
副

反
応

の
発

生
頻

度
等
が

よ
り

明
ら

か
に

な
っ

た
た

め
、

北
区

で
も

平
成

2
5

年
６

月
1

4
日

か
ら

積
極

的
勧

奨
を

差
し

控
え

て
い

る
状

況
で

あ
る
。

健
康

推
進

課

4
5

乳
が

ん
検

診
乳

が
ん

検
診

・
新

た
な

ス
テ

ー
ジ

に
入

っ
た

が
ん

検
診

受
診

者
6

,1
6

4
名

（
女

性
の

み
）

健
康

推
進

課

4
6

社
保

等
被

保
険

者
等

特
定

健
診

レ
ベ

ル
ア

ッ
プ

健
康

増
進

健
診

受
診

者
2

,0
9

7
名

（
男

性
1

,0
2

3
名

・
女

性
1

,0
7

4
名

）
、

社
会

保
険

被
保

険
者

等
特

定
健

診
レ

ベ
ル

ア
ッ

プ
受

診
者

1
,6

9
6

名
（

男
性

2
9

8
名

・
女

性
1

,3
7

8
名

）

A
○

健
康

推
進

課

1
6

区
民

健
診

の
受

診
促

進

1
4

母
子

保
健

事
業

の
推

進
A A A

1
5

情
報

提
供

と
男

性
の

理
解

促
進

（ １ 　 人 権 を 尊 重 し 健 康 な 生 活 を 実 現 す る 地 域 社 会 ）

3
　

生
涯

を
通

じ
た

心
と

体
の

健
康

支
援

妊
娠

・
出

産
期

に
関

わ
る

支
援

健
康

づ
く

り
へ

の
支

援
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目
標

課
題

施
策

の
方

向

取 組 番 号

取
組

（
網

か
け

＝
重

点
）

取 組 単 位

評 価

事 業 番 号

事
業

名
（

網
か

け
＝

重
点

）
事

業
実

績
評

価
男

女
共

同
参

画
配

慮
度

所
管

課
（

３
０

年
度

）

4
7

み
ん

な
元

気
！

健
や

か
長

寿
事

業

①
新

型
栄

養
失

調
予

防
の

普
及

・
啓

発
（

栄
養

講
座

）
1

5
1

名 ②
ロ

コ
モ

予
防

事
業

の
実

施
　

延
べ

1
4

0
名

③
筋

力
ア

ッ
プ

体
操

教
室

　
延

べ
7

6
,6

5
3

名

健
康

推
進

課

4
8

北
区

健
康

づ
く

り
応

援
団

事
業

①
北

区
さ

く
ら

体
操

指
導

員
の

新
規

養
成

（
北

区
さ

く
ら
体

操
指

導
員

8
名

)
②

健
康

づ
く

り
グ

ル
ー

プ
支

援
（

健
康

づ
く

り
グ

ル
ー

プ
公

開
講

座
実

施
グ

ル
ー

プ
に

対
し

助
成

金
1

1
1

件
）

A
十

分
配

慮
健

康
推

進
課

4
9

保
健

相
談

事
業

①
防

煙
教

育
は

実
績

な
し

、
講

演
会

参
加

者
３

３
名

②
栄

養
指

導
（

栄
養

教
室

・
講

習
会

等
）

参
加

者
 8

2
4

名
A

○
健

康
推

進
課

5
0

精
神

保
健

相
談

一
般

区
民

や
精

神
障

害
者

と
そ

の
家

族
を

対
象

に
、

①
専

門
医

に
よ

る
個

別
の

精
神

保
健

相
談

事
業

を
3

5
回

実
施

　
延

べ
8

1
名

利
用

②
ア

ル
コ

ー
ル

薬
物

等
依

存
症

（
ア

デ
ィ

ク
シ

ョ
ン

問
題
）

個
別

の
相

談
事

業
を

１
２

回
開

催
　

延
べ

3
2

名
利

用
ま

た
、

保
健

師
に

よ
る

所
内

相
談

や
訪

問
保

健
指

導
を

実
施

す
る

と
と

も
  

に
、

精
神

障
害

に
対

す
る

啓
発

講
演

会
等

を
開

催
し

て
い

る
。

　
保

健
師

に
よ

る
所

内
相

談
延

べ
1

,2
7

3
名

　
家

庭
訪

問
　

延
べ

1
,1

0
9

名
、

  
 講

演
会

1
回

開
催

 2
9

名
参

加

A
十

分
配

慮
健

康
推

進
課

5
1

女
性

の
健

康
支

援
事

業

女
性

の
健

康
相

談
2

1
5

名
、

女
性

の
健

康
支

援
講

演
会

は
開

催
な

し
、

乳
が

ん
自

己
触

診
法

講
習

受
講

者
3

,7
0

0
名

、
啓

発
グ

ッ
ズ

配
布

3
,7

7
0

個

A
十

分
配

慮
健

康
推

進
課

5
2

保
健

相
談

事
業

（
再

掲
）

①
防

煙
教

育
は

実
績

な
し

、
講

演
会

参
加

者
３

３
名

②
栄

養
指

導
（

栄
養

教
室

・
講

習
会

等
）

参
加

者
 8

2
4

名
健

康
推

進
課

5
3

講
座

・
情

報
誌

等
に

よ
る

特
有

疾
病

予
防

な
ど

の
情

報
提

供
ス

ペ
ー

ス
ゆ

う
情

報
誌

「
ゆ

う
レ

ポ
ー

ト
」

で
産

後
う

つ
に

つ
い

て
掲

載
B

十
分

配
慮

男
女

い
き

い
き

推
進

課

2
0

エ
イ

ズ
や

性
感

染
症

な
ど

の
情

報
提

供
A

5
4

エ
イ

ズ
・

性
感

染
症

の
予

防
の

啓
発

及
び

相
談

・
検

査
体

制
の

充
実

電
話

相
談

1
8

1
件

、
来

所
相

談
5

3
1

件
、

Ｈ
Ｉ

Ｖ
検

査
4

9
7

件
、

梅
毒

検
査

1
0

7
件

A
十

分
配

慮
保

健
予

防
課

（
３

　
生

涯
を

通
じ

た
心

と
体

の
健

康
支

援
）

互
い

の
性

を
尊

重
し

た
健

康
づ

く
り

の
推

進

1
9

性
差

を
考

慮
し

た
情

報
提

供

1
7

1
8

心
と

体
の

健
康

の
保

持

健
康

増
進

の
た

め
の

支
援

A A A

（ １ 　 人 権 を 尊 重 し 健 康 な 生 活 を 実 現 す る 地 域 社 会 ）

（
健

康
づ

く
り

へ
の

支
援

）
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目
標

課
題

施
策

の
方

向

取 組 番 号

取
組

（
網

か
け

＝
重

点
）

取 組 単 位

評 価

事 業 番 号

事
業

名
（

網
か

け
＝

重
点

）
事

業
実

績
評

価
男

女
共

同
参

画
配

慮
度

所
管

課
（

３
０

年
度

）

5
5

ワ
ー

ク
・

ラ
イ

フ
・

バ
ラ

ン
ス

推
進

企
業

認
定

制
度

の
推

進
（

推
）

ワ
ー

ク
・

ラ
イ

フ
・

バ
ラ

ン
ス

推
進

企
業

を
2

社
認

定
。

区
が

発
行

す
る

関
係

情
報

誌
で

認
定

企
業

の
取

り
組

み
や

活
動
紹

介
を

掲
載

し
た

ほ
か

、
認

定
企

業
の

紹
介

パ
ネ

ル
を

掲
示
し

た

A
十

分
配

慮
男

女
い

き
い

き
推

進
課

5
6

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

派
遣

制
度

の
推

進
（

推
）

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

派
遣

企
業

　
1

社
男

女
い

き
い

き
推

進
課

5
7

親
育

ち
サ

ポ
ー

ト
事

業
（

Ｎ
Ｐ

講
座

）
2

1
児

童
館

・
子

ど
も

セ
ン

タ
ー

に
て

2
２

講
座

実
施

参
加

者
：

親
２

１
８

名
、

子
（

託
児

）
２

４
９

名
A

十
分

配
慮

子
ど

も
未

来
課

5
8

イ
ク

メ
ン

事
業

（
イ

ク
メ

ン
講

演
会

・
イ

ク
メ

ン
講

座
）

（
推

）
（

パ
パ

応
援

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

（
パ

パ
講

演
会

・
パ

パ
ス

ク
ー

ル
）

（
推

）

パ
パ

講
演

会
：

１
回

　
参

加
者

３
8

名
パ

パ
ス

ク
ー

ル
：

３
日

×
3

ク
ー

ル
　

参
加

者
延

べ
1

1
７

名
ま

と
め

の
会

：
１

回
参

加
者

５
７

名
A

十
分

配
慮

子
ど

も
未

来
課

男
女

い
き

い
き

推
進

課

5
9

イ
ク

じ
い

、
イ

ク
ば

あ
講

座
（

孫
育

て
応

援
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
）

2
日

×
１

ク
ー

ル
　

参
加

者
延

べ
２

４
名

A
十

分
配

慮
子

ど
も

未
来

課
男

女
い

き
い

き
推

進
課

6
0

情
報

誌
を

活
用

し
た

情
報

提
供

（
推

）
情

報
誌

「
新

し
い

風
」

の
発

行
、

年
4

回
各

1
0

,5
0

0
部

A
十

分
配

慮
産

業
振

興
課

6
1

講
座

・
パ

ン
フ

レ
ッ

ト
・

情
報

誌
に

よ
る

啓
発

・
情

報
提

供
（

推
）

ス
ペ

ー
ス

ゆ
う

情
報

誌
「

ゆ
う

レ
ポ

ー
ト

」
の

特
集

記
事
で

ワ
ー

ク
・

ラ
イ

フ
・

バ
ラ

ン
ス

推
進

事
業

に
つ

い
て

取
り
上

げ
た

。
B

十
分

配
慮

男
女

い
き

い
き

推
進

課

6
2

児
童

館
・

子
ど

も
セ

ン
タ

ー
事

業
の

充
実

児
童

館
で

は
、

そ
の

地
域

の
子

ど
も

達
が

共
に

利
用

し
、

様
々

な
遊

び
を

考
え

た
り

、
ま

た
、

乳
幼

児
の

子
育

て
支
援

と
し

て
、

乳
幼

児
ク

ラ
ブ

の
集

い
（

午
前

）
を

実
施

し
て
い

る
。

児
童

館
2

１
館

、
入

館
者

数
6

3
2

,0
3

6
名

子
ど

も
未

来
課

6
3

子
ど

も
医

療
費

の
助

成

0
歳

か
ら

中
学

3
年

生
（

1
5

歳
に

達
し

た
日

以
降

の
最

初
の

3
月

3
1

日
ま

で
）

の
保

険
診

療
に

か
か

る
医

療
費

、
薬

剤
負
担

金
の

自
己

負
担

分
を

助
成

。
乳

幼
児

医
療

受
給

者
数

1
8

,7
4

3
名

、
子

ど
も

医
療

受
給

者
数

1
9

,1
3

0
名

。
ま

た
、

高
校

生
等

の
保

険
診

療
に

か
か

る
入

院
医

療
費

の
自

己
負

担
分

を
助

成
。

助
成

件
数

1
0

3
件

子
ど

も
未

来
課

6
4

児
童

手
当

の
支

給
０

歳
か

ら
中

学
校

課
程

修
了

ま
で

の
児

童
を

養
育

し
て

い
る

方
に

手
当

を
支

給
。

受
給

児
童

数
3

2
,3

6
8

名
　

受
給

者
数

2
1

,6
0

3
名

子
ど

も
未

来
課

6
5

親
育

ち
サ

ポ
ー

ト
事

業
（

Ｎ
Ｐ

講
座

）
(再

掲
）

２
２

－
５

７
参

照
子

ど
も

未
来

課

6
6

イ
ク

メ
ン

事
業

（
イ

ク
メ

ン
講

演
会

・
イ

ク
メ

ン
講

座
）

（
再

掲
）

２
２

－
５

８
参

照
子

ど
も

未
来

課
男

女
い

き
い

き
推

進
課

6
7

マ
マ

応
援

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

乳
児

コ
ー

ス
（

連
続

講
座

）
２

日
×

２
ｸ
ｰ
ﾙ　

参
加

者
延

９
６

名
、

幼
児

コ
ー

ス
Ⅰ

（
連

続
講

座
）

２
日

　
 参

加
者

延
５

１
名

、
幼

児
コ

ー
ス

Ⅱ
（

連
続

講
座

）
１

日
　

参
加

者
延

５
９

名
、

幼
児

コ
ー

ス
Ⅲ

（
連

続
講

座
）

２
日

　
参

加
者

延
４
７

名
、

乳
幼

児
コ

ー
ス

（
連

続
講

座
）

２
日

×
２

ｸ
ｰ
ﾙ　

参
加

者
延

８
７

名

A
十

分
配

慮
子

ど
も

未
来

課

6
8

子
ど

も
家

庭
在

宅
サ

ー
ビ

ス
事

業

保
護

者
が

児
童

を
養

育
す

る
こ

と
が

一
時

的
に

困
難

と
な
っ

た
場

合
に

、
北

区
が

指
定

す
る

児
童

養
護

施
設

で
短

期
間
児

童
を

預
か

り
、

子
育

て
を

支
援

す
る

。
利

用
者

数
　

シ
ョ

ー
ト

ス
テ

イ
　

４
１

名
（

男
性

２
５

名
・

女
性

１
６

名
）

ト
ワ

イ
ラ

イ
ト

ス
テ

イ
　

４
８

名
（

男
性
４

４
名

　
女

性
４

名
）

A
十

分
配

慮
子

ど
も

家
庭

支
援

セ
ン

タ
ー

6
9

養
育

支
援

家
庭

の
た

め
の

産
前

・
産

後
育

児
支

援
ｻ
ﾎ
ﾟ
ｰ
ﾄ講

座
把

握
し

た
特

定
妊

婦
・

産
婦

へ
の

育
児

・
仲

間
づ

く
り

の
支

援
１

２
回

開
催

A
十

分
配

慮
子

ど
も

家
庭

支
援

セ
ン

タ
ー

7
0

子
育

て
ナ

ビ
子

育
て

や
保

育
に

関
す

る
情

報
を

わ
か

り
や

す
く

伝
え

る
サ

イ
ト

を
提

供
す

る
。

子
ど

も
家

庭
支

援
セ

ン
タ

ー

7
1

放
課

後
子

ど
も

総
合

プ
ラ

ン
の

推
進

（
推

）
３

０
年

度
導

入
校

：
2

９
校

A
十

分
配

慮
子

ど
も

未
来

課

7
2

留
守

家
庭

児
童

対
策

事
業

（
学

童
ク

ラ
ブ

の
充

実
）

（
推

）

保
護

者
が

就
労

等
の

た
め

留
守

に
な

る
家

庭
の

児
童

に
遊
び

場
と

生
活

の
場

を
提

供
す

る
こ

と
に

よ
り

、
児

童
の

健
全
な

育
成

を
図

っ
て

い
る

。
（

平
成

３
０

年
４

月
１

日
現

在
：

6
4

ク
ラ

ブ
、

定
員

2
,6

8
5

名
、

登
録

児
童

数
2

,4
6

6
名

）

A
十

分
配

慮
子

ど
も

未
来

課

企
業

等
へ

の
働

き
か

け
と

支
援

男
女

が
と

も
に

担
う

家
庭

生
活

ワ
ー

ク
・

ラ
イ

フ
・

バ
ラ

ン
ス

へ
の

理
解

促
進

2
2

男
性

の
子

育
て

・
家

事
協

働
支

援

2
3

ワ
ー

ク
・

ラ
イ

フ
・

バ
ラ

ン
ス

に
関

す
る

情
報

提
供

１
 仕

事
と

家
庭

生
活

の
両

立

２ 　 仕 事 と 家 庭 ・ 地 域 生 活 を 両 立 で き る 地 域 社 会

２
　

子
育

て
や

介
護

を
安

心
し

て
行

う
た

め
の

環
境

整
備

2
1

ワ
ー

ク
・

ラ
イ

フ
・

バ
ラ

ン
ス

を
推

進
す

る
企

業
等

へ
の

支
援

A

2
5

就
学

後
の

支
援

A A A A

2
4

子
育

て
家

庭
へ

の
支

援

子
育

て
支

援
の

充
実
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目
標

課
題

施
策

の
方

向

取 組 番 号

取
組

（
網

か
け

＝
重

点
）

取 組 単 位

評 価

事 業 番 号

事
業

名
（

網
か

け
＝

重
点

）
事

業
実

績
評

価
男

女
共

同
参

画
配

慮
度

所
管

課
（

３
０

年
度

）

7
3

フ
ァ

ミ
リ

ー
・

サ
ポ

ー
ト

・
セ

ン
タ

ー
事

業
（

推
）

フ
ァ

ミ
リ

ー
会

員
３

７
９

２
名

　
サ

ポ
ー

ト
会

員
６

０
５
名

（
男

性
会

員
２

３
名

　
女

性
会

員
５

８
２

名
）

A
十

分
配

慮
子

ど
も

家
庭

支
援

セ
ン

タ
ー

7
4

放
課

後
子

ど
も

総
合

プ
ラ

ン
の

推
進

（
推

）
(再

掲
）

２
５

－
７

１
参

照
子

ど
も

未
来

課

7
5

北
区

女
性

福
祉

資
金

貸
付

事
業

北
区

女
性

福
祉

資
金

貸
付

(新
規

）
０

件
（

継
続

）
０

件
生

活
福

祉
課

7
6

東
京

都
母

子
及

び
父

子
福

祉
資

金
貸

付
事

業
母

子
福

祉
資

金
貸

付
(新

規
）

1
6

件
(継

続
）

6
件

父
子

福
祉

資
金

貸
付

（
新

規
）

0
件

(継
続

）
1

件
生

活
福

祉
課

7
7

北
区

母
子

及
び

父
子

福
祉

応
急

小
口

資
金

貸
付

事
業

北
区

母
子

福
祉

応
急

小
口

資
金

貸
付

　
０

件
生

活
福

祉
課

7
8

母
子

生
活

支
援

施
設

へ
の

入
所

新
規

入
所

者
数

　
3

世
帯

7
名

（
母

3
名

、
男

子
3

名
、

女
子

1
名

）
生

活
福

祉
課

7
9

母
子

家
庭

自
立

支
援

給
付

金
事

業
自

立
支

援
教

育
訓

練
給

付
金

6
件

　
高

等
職

業
訓

練
促

進
給

付
金

６
件

生
活

福
祉

課

8
0

母
子

・
父

子
家

庭
自

立
支

援
プ

ロ
グ

ラ
ム

母
子

・
父

子
自

立
支

援
プ

ロ
グ

ラ
ム

策
定

員
が

ハ
ロ

ー
ワ
ー

ク
と

連
携

し
て

、
個

々
に

あ
わ

せ
た

自
立

支
援

プ
ロ

グ
ラ
ム

を
策

定
す

る
こ

と
に

よ
り

、
母

子
・

父
子

家
庭

の
母

及
び
父

の
就

労
を

支
援

。
利

用
者

0
名

A
十

分
配

慮
生

活
福

祉
課

8
1

ひ
と

り
親

家
庭

休
養

ホ
ー

ム
事

業
ひ

と
り

親
家

庭
の

レ
ク

リ
エ

ー
シ

ョ
ン

と
休

養
の

た
め

に
、

日
帰

り
施

設
を

指
定

し
、

利
用

料
の

一
部

を
助

成
。

利
用
者

数
6

2
5

名
生

活
福

祉
課

8
2

ひ
と

り
親

家
庭

等
医

療
費

助
成

事
業

、
児

童
育

成
手

当
、

児
童

扶
養

手
当

の
支

給

①
ひ

と
り

親
家

庭
等

医
療

費
助

成
受

給
世

帯
1

,5
2

1
世

帯
②

児
童

育
成

手
当

：
育

成
手

当
受

給
児

童
数

3
,1

5
6

名
、

障
害

手
当

受
給

児
童

数
1

7
8

名
③

児
童

扶
養

手
当

受
給

者
数

1
,7

1
6

名
（

内
父

子
世

帯
8

2
名

）

子
ど

も
未

来
課

8
3

ひ
と

り
親

家
庭

向
け

の
生

活
支

援
講

習
会

・
交

流
事
業

①
講

習
会

４
回

実
施

　
参

加
者

延
べ

２
６

名
　

②
交

流
会

４
回

実
施

　
参

加
者

延
べ

２
９

名
　

③
講

習
会

、
交

流
会

後
の

出
張

相
談

者
　

述
べ

１
９
名

A
十

分
配

慮
子

ど
も

未
来

課

8
4

ひ
と

り
親

家
庭

等
向

け
相

談
事

業
面

接
相

談
：

２
１

７
件

、
電

話
相

談
：

１
５

９
件

、
家

計
相

談
：

２
６

件
、

法
律

相
談

：
２

２
件

、
メ

ー
ル

相
談

：
２
０

０
件

A
十

分
配

慮
子

ど
も

未
来

課

8
5

ひ
と

り
親

家
庭

向
け

の
生

活
支

援
講

習
会

・
交

流
事
業

（
再

掲
）

2
7

-
8

3
参

照
子

ど
も

未
来

課

8
6

職
員

の
子

ど
も

の
貧

困
の

理
解

を
深

め
る

た
め

の
研
修

日
頃

か
ら

子
ど

も
と

接
す

る
教

職
員

や
保

育
士

、
児

童
館
職

員
等

が
、

子
ど

も
の

貧
困

の
サ

イ
ン

に
気

づ
き

、
早

期
に
支

援
に

つ
な

ぐ
た

め
の

ス
キ

ル
ア

ッ
プ

を
図

る
研

修
会

の
実

施
。

実
施

回
数

：
１

回
、

参
加

者
：

９
４

名

子
ど

も
未

来
課

8
7

「
子

ど
も

の
貧

困
と

支
援

」
に

関
す

る
区

民
向

け
講

演
会

困
難

を
抱

え
る

家
庭

の
子

ど
も

や
保

護
者

を
見

守
り

、
支
え

る
機

運
の

醸
成

を
図

る
た

め
の

区
民

向
け

講
演

会
を

実
施
。

実
施

回
数

：
１

回
、

参
加

者
：

４
４

名
A

十
分

配
慮

子
ど

も
未

来
課

8
8

生
活

困
窮

・
ひ

と
り

親
世

帯
等

の
小

学
生

へ
の

学
習

支
援

事
業

生
活

保
護

・
児

童
育

成
手

当
受

給
・

就
学

援
助

受
給

の
世
帯

の
小

学
生

を
対

象
に

区
内

5
か

所
で

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

団
体

に
よ

る
学

習
支

援
を

実
施

。
8

0
名

利
用

。
A

十
分

配
慮

生
活

福
祉

課

8
9

生
活

困
窮

・
ひ

と
り

親
世

帯
等

の
中

学
1

,2
年

生
へ

の
学

習
支

援
事

業

対
象

世
帯

の
中

学
生

に
対

し
、

学
習

習
慣

の
定

着
、

社
会
性

の
育

成
の

た
め

に
、

子
ど

も
の

状
況

に
寄

り
添

っ
た

学
習
支

援
事

業
を

実
施

。
実

施
会

場
数

：
３

、
参

加
者

：
７

５
名

（
出

席
率

８
９

％
）

A
十

分
配

慮
子

ど
も

未
来

課

9
0

子
ど

も
の

居
場

所
づ

く
り

（
子

ど
も

食
堂

等
）

支
援

事
業

主
に

家
庭

の
事

情
等

に
よ

り
、

孤
食

の
状

況
に

あ
る

子
ど
も

を
対

象
に

、
食

事
の

提
供

及
び

居
場

所
づ

く
り

を
行

う
事
業

（
子

ど
も

食
堂

）
を

実
施

す
る

N
P

O
や

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

団
体

等
に

対
し

、
事

業
の

運
営

に
係

る
経

費
の

一
部

と
し

て
補
助

金
交

付
を

実
施

す
る

。
第

1
回

補
助

金
交

付
決

定
団

体
　

1
2

団
体

、
第

2
回

補
助

金
交

付
決

定
団

体
　

1
団

体

A
○

子
ど

も
未

来
課

2
8

（
２

子
育

て
や

介
護

を
安

心
し

て
行

う
た

め
の

環
境

整
備

）

（ ２ 　 仕 事 と 家 庭 ・ 地 域 生 活 を 両 立 で き る 地 域 社 会 ）

AA

2
6

A
地

域
で

支
え

る
し

く
み

づ
く

り

2
7

ひ
と

り
親

家
庭

へ
の

支
援

子
ど

も
の

貧
困

対
策

（
子

育
て

支
援

の
充

実
）
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目
標

課
題

施
策

の
方

向

取 組 番 号

取
組

（
網

か
け

＝
重

点
）

取 組 単 位

評 価

事 業 番 号

事
業

名
（

網
か

け
＝

重
点

）
事

業
実

績
評

価
男

女
共

同
参

画
配

慮
度

所
管

課
（

３
０

年
度

）

9
1

乳
幼

児
保

健
相

談
特

別
育

児
相

談
　

1
,2

4
1

名
、

歯
科

保
健

相
談

　
2

,2
4

6
名

栄
養

指
導

　
1

,1
5

6
名

健
康

推
進

課

9
2

母
子

・
父

子
、

婦
人

相
談

（
再

掲
）

４
－

６
参

照
生

活
福

祉
課

9
3

子
ど

も
の

発
達

相
談

発
達

に
関

す
る

相
談

の
総

合
窓

口
と

し
て

、
歩

き
始

め
が
遅

い
、

言
葉

が
遅

い
な

ど
の

就
学

前
の

子
ど

も
の

発
達

に
関
す

る
相

談
を

行
う

。
相

談
件

数
８

７
４

件
、

専
門

相
談

員
６
名

に
よ

る
相

談
４

１
１

件

子
ど

も
家

庭
支

援
セ

ン
タ

ー

9
4

子
育

て
相

談
事

業

区
内

2
１

児
童

館
に

お
い

て
、

職
員

や
子

育
て

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

に
よ

る
子

育
て

相
談

を
実

施
。

ま
た

、
8

児
童

館
に

お
い

て
、

専
門

相
談

員
に

よ
る

子
育

て
相

談
を

実
施

。
専

門
相

談
員
に

よ
る

相
談

件
数

延
べ

4
,2

1
8

名

A
十

分
配

慮
子

ど
も

未
来

課

9
5

子
ど

も
と

家
庭

の
総

合
相

談
来

館
者

数
延

べ
3

5
,7

7
5

人
/
年

子
ど

も
家

庭
支

援
セ

ン
タ

ー

9
6

教
育

相
談

事
業

教
育

総
合

相
談

セ
ン

タ
ー

に
お

い
て

教
育

相
談

を
実

施
、
教

育
相

談
員

7
名

、
ス

ク
ー

ル
カ

ウ
ン

セ
ラ

ー
２

名
の

非
常

勤
職

員
で

対
応

。
相

談
者

数
1

,7
4

8
名

A
十

分
配

慮
教

育
総

合
相

談
セ

ン
タ

ー

3
0

保
育

サ
ー

ビ
ス

の
充

実
A

9
7

待
機

児
童

解
消

の
た

め
の

各
保

育
サ

ー
ビ

ス
の

充
実

（
推

）

私
立

保
育

園
4

園
(う

ち
2

園
廃

園
後

新
規

開
園

）
、

小
規

模
保

育
事

業
所

４
園

の
新

設
他

、
前

年
度

比
3

9
3

名
の

受
入

児
童

数
増

。
A

十
分

配
慮

保
育

課

9
8

延
長

、
休

日
保

育
の

拡
充

（
推

）
延

長
保

育
実

施
園

8
2

園
、

休
日

保
育

実
施

園
６

園
、

夜
間

保
育

実
施

園
１

園
、

一
時

保
育

実
施

園
5

6
園

A
○

保
育

課

9
9

病
児

病
後

児
保

育
の

実
施

（
推

）
病

児
・

病
後

児
保

育
事

業
（

施
設

型
）

6
7

8
名

病
後

児
保

育
事

業
（

施
設

型
）

2
1

4
名

病
児

・
病

後
児

保
育

事
業

（
居

宅
訪

問
型

）
9

6
名

保
育

課

1
0

0
高

齢
者

あ
ん

し
ん

セ
ン

タ
ー

の
機

能
強

化

地
域

の
高

齢
者

の
生

活
を

支
え

る
総

合
機

関
と

し
て

、
1

7
か

所
の

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

に
お

い
て

介
護

予
防

ケ
ア
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
、

総
合

相
談

支
援

事
業

、
権

利
擁

護
事

業
等
を

実
施

高
齢

福
祉

課

1
0

1
高

齢
者

地
域

自
立

支
援

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

推
進

事
業

高
齢

者
地

域
自

立
支

援
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

充
実

と
強

化
を
図

る
。

声
か

け
サ

ー
ビ

ス
登

録
者

数
　

3
2

4
名

高
齢

福
祉

課

1
0

2
高

齢
者

生
活

援
助

サ
ー

ビ
ス

事
業

社
会

福
祉

協
議

会
の

友
愛

ホ
ー

ム
サ

ー
ビ

ス
利

用
に

対
し
利

用
料

や
年

会
費

の
補

助
を

行
う

。
利

用
者

数
　

1
,1

2
8

人
A

十
分

配
慮

高
齢

福
祉

課

1
0

3
地

域
見

守
り

・
支

え
あ

い
活

動
促

進
補

助
事

業
一

人
暮

ら
し

高
齢

者
の

見
守

り
活

動
を

行
っ

て
い

る
町

会
・

自
治

会
に

対
し

、
活

動
費

の
一

部
を

補
助

す
る

。
交

付
団
体

数
　

6
5

団
体

高
齢

福
祉

課

3
3

介
護

の
た

め
の

離
職

防
止

・
職

場
復

帰
等

の
た

め
の

支
援

A
1

0
4

介
護

の
た

め
の

離
職

防
止

・
職

場
復

帰
等

の
た

め
の
支

援
・

情
報

提
供

（
推

）
「

家
族

介
護

は
『

頼
り

方
』

と
『

任
せ

方
』

～
仕

事
を

続
け

る
こ

と
こ

そ
親

孝
行

～
」

を
実

施
。

参
加

者
2

0
名

A
十

分
配

慮
男

女
い

き
い

き
推

進
課

多
様

な
保

育
サ

ー
ビ

ス
の

提
供

介
護

を
サ

ポ
ー

ト
す

る
し

く
み

づ
く

り

A

2
9

相
談

体
制

の
充

実
A

就
労

形
態

な
ど

事
情

に
応

じ
た

保
育

サ
ー

ビ
ス

3
1

3
2

A

（ ２ 　 仕 事 と 家 庭 ・ 地 域 生 活 を 両 立 で き る 地 域 社 会 ）

（
２

 子
育

て
や

介
護

を
安

心
し

て
行

う
た

め
の

環
境

整
備

）

（
子

育
て

支
援

の
充

実
）

地
域

で
支

え
る

し
く

み
づ

く
り
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目
標

課
題

施
策

の
方

向

取 組 番 号

取
組

（
網

か
け

＝
重

点
）

取 組 単 位

評 価

事 業 番 号

事
業

名
（

網
か

け
＝

重
点

）
事

業
実

績
評

価
男

女
共

同
参

画
配

慮
度

所
管

課
（

３
０

年
度

）

1
0

5
赤

羽
し

ご
と

コ
ー

ナ
ー

に
お

け
る

育
児

・
介

護
休

業
等
に

関
す

る
情

報
提

供
就

職
相

談
お

よ
び

職
業

紹
介

を
行

う
際

、
相

談
者

の
状

況
や

ニ
ー

ズ
に

応
じ

た
情

報
の

提
供

を
行

っ
て

い
る

。
産

業
振

興
課

1
0

6
労

働
相

談
情

報
セ

ン
タ

ー
と

連
携

し
た

講
座

や
情

報
誌
に

よ
る

啓
発

連
携

講
座

は
隔

年
実

施
の

た
め

開
催

し
な

か
っ

た
が

、
労
働

相
談

情
報

セ
ン

タ
ー

が
主

催
す

る
講

座
に

後
援

を
行

っ
た
。

B
ー

男
女

い
き

い
き

推
進

課

1
0

7
就

職
支

援
講

座
（

推
）

女
性

の
再

就
職

支
援

事
業

雇
用

・
就

業
者

数
実

績
：

1
8

名
（

う
ち

正
社

員
2

名
）

A
十

分
配

慮
産

業
振

興
課

1
0

8
女

性
の

再
就

職
準

備
講

座
（

推
）

（
再

掲
）

３
８

－
１

１
５

参
照

男
女

い
き

い
き

推
進

課

1
0

9
起

業
家

支
援

等
事

業
起

業
家

支
援

セ
ミ

ナ
ー

　
述

べ
受

講
者

数
２

１
９
人

A
十

分
配

慮
産

業
振

興
課

1
1

0
女

性
の

起
業

家
支

援
講

座
（

推
）

（
再

掲
）

３
８

－
１

１
４

参
照

男
女

い
き

い
き

推
進

課

3
7

融
資

斡
旋

な
ど

起
業

支
援

A
1

1
1

中
小

企
業

金
融

対
策

事
業

起
業

家
支

援
融

資
実

行
２

４
件

A
○

産
業

振
興

課

1
1

2
女

性
の

活
躍

推
進

応
援

塾
講

座
（

推
）

白
河

桃
子

講
演

会
「

女
性

活
躍

時
代

を
迎

え
て

」
を

実
施
。

参
加

者
3

1
名

A
十

分
配

慮
男

女
い

き
い

き
推

進
課

1
1

3
女

性
の

キ
ャ

リ
ア

ア
ッ

プ
支

援
セ

ミ
ナ

ー
（

推
）

キ
ャ

リ
ア

ア
ッ

プ
支

援
セ

ミ
ナ

ー
を

テ
ー

マ
ご

と
3

日
間

に
分

け
実

施
。

参
加

者
　

延
べ

3
4

名
A

十
分

配
慮

男
女

い
き

い
き

推
進

課

1
1

4
女

性
の

起
業

家
支

援
講

座
（

推
）

起
業

家
支

援
セ

ミ
ナ

ー
「

ち
ょ

こ
っ

と
起

業
～

私
ら

し
く
始

め
る

起
業

ス
タ

イ
ル

の
見

つ
け

方
～

」
を

4
回

連
続

講
座

で
実

施
。

参
加

者
　

延
べ

8
8

名
A

十
分

配
慮

男
女

い
き

い
き

推
進

課

1
1

5
女

性
の

再
就

職
準

備
講

座
（

推
）

再
就

職
支

援
セ

ミ
ナ

ー
（

ス
キ

ル
編

・
マ

イ
ン

ド
編

）
を
実

施
。

A
十

分
配

慮
男

女
い

き
い

き
推

進
課

1
1

6
中

小
企

業
向

け
女

性
の

活
躍

推
進

セ
ミ

ナ
ー

（
推
）

「
職

場
に

お
け

る
最

新
の

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

対
策

～
業

績
が
上

が
る

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

撲
滅

と
は

～
」

を
実

施
。

参
加

者
　
1

2
名

A
十

分
配

慮
男

女
い

き
い

き
推

進
課

1
1

7
職

場
復

帰
準

備
セ

ミ
ナ

ー
（

推
）

職
場

復
帰

準
備

セ
ミ

ナ
ー

と
し

て
は

実
施

し
て

い
な

い
が
、

東
京

家
政

大
学

及
び

板
橋

区
と

共
催

で
「

子
育

て
マ

マ
の
未

来
計

画
」

を
実

施
し

た
。

Ｂ
ー

男
女

い
き

い
き

推
進

課

1
1

8
セ

ク
ハ

ラ
・

パ
ワ

ハ
ラ

・
マ

タ
ハ

ラ
等

防
止

の
職

員
研
修

（
推

）

「
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
防

止
研

修
」

実
施

（
係

長
昇

任
者

及
び
、

前
年

度
未

受
講

者
）

参
加

者
4

2
名

（
男

性
2

0
名

、
女

性
2

2
名

）
A

十
分

配
慮

職
員

課

1
1

9
情

報
誌

・
パ

ン
フ

レ
ッ

ト
・

講
座

に
よ

る
啓

発
（

推
）

ス
ペ

ー
ス

ゆ
う

情
報

誌
「

ゆ
う

レ
ポ

ー
ト

」
で

モ
ラ

ル
ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

に
つ

い
て

取
り

上
げ

た
。

A
十

分
配

慮
男

女
い

き
い

き
推

進
課

３
 働

く
場

に
お

け
る

男
女

共
同

参
画

の
推

進

起
業

の
た

め
の

知
識

、
情

報
提

供

女
性

の
就

労
・

起
業

支
援

セ
ク

ハ
ラ

・
パ

ワ
ハ

ラ
等

の
防

止

A

3
4

継
続

就
労

へ
の

支
援

3
5

再
就

職
の

た
め

の
支

援

3
6

B A A A
3

9

セ
ク

ハ
ラ

・
パ

ワ
ハ

ラ
・

マ
タ

ハ
ラ

等
の

防
止

啓
発

女
性

活
躍

の
推

進
3

8

（ ２ 　 仕 事 と 家 庭 ・ 地 域 生 活 を 両 立 で き る 地 域 社 会 ）

女
性

の
活

躍
促

進
の

働
き

か
け
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目
標

課
題

施
策

の
方

向

取 組 番 号

取
組

（
網

か
け

＝
重

点
）

取 組 単 位

評 価

事 業 番 号

事
業

名
（

網
か

け
＝

重
点

）
事

業
実

績
評

価
男

女
共

同
参

画
配

慮
度

所
管

課
（

３
０

年
度

）

1
2

0
人

権
教

育
研

修

職
層

研
修

で
は

、
新

任
研

修
、

現
任

研
修

（
2

級
職

3
年

目
）

、
主

任
主

事
昇

任
者

研
修

他
で

実
施

。
保

育
課

内
で
は

保
育

園
主

任
研

修
、

非
常

勤
職

員
職

員
研

修
等

で
実

施
。
こ

の
他

に
も

各
保

育
園

ご
と

、
園

内
で

の
研

修
も

行
わ

れ
て
い

る
。

A
十

分
配

慮
保

育
課

1
2

1
人

権
教

育
研

修
男

女
共

同
参

画
職

員
研

修
「

多
様

な
性

っ
て

な
ん

だ
ろ

う
？

～
互

い
の

違
い

を
受

け
止

め
あ

え
る

社
会

を
目

指
し

て
～
」

を
実

施
。

参
加

者
1

0
0

名
（

６
０

－
１

６
３

参
照

）
A

十
分

配
慮

男
女

い
き

い
き

推
進

課

1
2

2
人

権
教

育
研

修
人

権
教

育
研

修
の

実
施

。
北

区
人

権
教

育
推

進
だ

よ
り

の
発

行
。

A
十

分
配

慮
教

育
指

導
課

1
2

3
い

じ
め

対
応

研
修

い
じ

め
問

題
対

応
研

修
会

「
い

じ
め

指
導

の
鉄

則
 ～

う
ま

く
い

か
な

い
指

導
に

は
『

わ
け

』
が

あ
る

～
」

を
1

2
月

に
開

催
。

参
加

者
8

9
0

名
A

十
分

配
慮

教
育

指
導

課

1
2

4
固

定
的

性
別

役
割

分
担

に
と

ら
わ

れ
な

い
保

育
活
動

日
常

生
活

で
の

配
慮

を
行

っ
て

い
る

ほ
か

、
行

事
に

お
い
て

も
固

定
的

役
割

に
と

ら
わ

れ
な

い
よ

う
配

慮
し

て
い

る
。

A
十

分
配

慮
保

育
課

1
2

5
保

育
施

設
に

お
け

る
男

女
混

合
名

簿
の

作
成

ほ
ぼ

全
保

育
施

設
に

お
い

て
実

施
済

保
育

課

1
2

6
北

区
男

女
共

同
参

画
条

例
・

ア
ゼ

リ
ア

プ
ラ

ン
・

ス
ペ
ー

ス
ゆ

う
の

周
知

ス
ペ

ー
ス

ゆ
う

主
催

の
講

座
や

男
女

共
同

参
画

週
間

の
講
演

会
等

で
条

例
パ

ン
フ

レ
ッ

ト
や

ス
ペ

ー
ス

ゆ
う

の
リ

ー
フ

レ
ッ

ト
を

配
布

し
た

A
十

分
配

慮
男

女
い

き
い

き
推

進
課

1
2

7
北

区
教

育
広

報
誌

「
く

お
ん

」
の

発
行

年
４

回
発

行
（

４
月

号
、

７
月

号
、

１
０

月
号

、
１
月

号
）

、
各

4
4

,0
0

0
部

、
全

戸
回

覧
（

町
会

・
自

治
会

依
頼

）
、

幼
稚

園
・

こ
ど

も
園

・
保

育
園

・
小

中
学

校
の
児

童
・

生
徒

を
通

じ
て

各
家

庭
に

配
付

A
十

分
配

慮
教

育
政

策
課

1
2

8
い

じ
め

防
止

条
例

の
周

知
・

推
進

リ
ー

フ
レ

ッ
ト

、
い

じ
め

ゼ
ロ

ロ
ゴ

の
入

っ
た

防
犯

ブ
ザ
ー

配
布

A
十

分
配

慮
教

育
指

導
課

4
2

固
定

的
性

別
役

割
分

担
に

と
ら

わ
れ

な
い

キ
ャ

リ
ア

教
育

A
1

2
9

中
学

生
・

高
校

生
の

た
め

の
職

業
教

育
キ

ャ
ラ

バ
ン

事
業

（
推

）

従
来

女
性

の
進

出
が

少
な

い
職

業
分

野
で

活
躍

し
て

い
る
女

性
を

中
学

校
、

高
等

学
校

に
派

遣
、

講
演

会
な

ど
を

行
い
、

職
域

拡
大

に
向

け
た

支
援

を
お

こ
な

っ
て

い
る

。
講

師
は
パ

イ
ロ

ッ
ト

、
学

者
、

指
揮

者
な

ど
。

区
立

中
学

校
4

校
で

実
施

。
受

講
生

徒
数

1
2

3
9

名

A
十

分
配

慮
男

女
い

き
い

き
推

進
課

1
3

0
教

育
相

談
事

業
（

再
掲

）
２

９
－

９
６

参
照

教
育

総
合

相
談

セ
ン

タ
ー

1
3

1
ス

ク
ー

ル
ソ

ー
シ

ャ
ル

ワ
ー

カ
ー

活
用

事
業

児
童

・
生

徒
の

い
じ

め
や

不
登

校
、

児
童

虐
待

、
暴

力
行
為

等
の

実
態

を
把

握
し

、
児

童
・

生
徒

を
取

り
巻

く
家

庭
環
境

や
教

育
環

境
等

の
改

善
を

図
る

た
め

に
ス

ク
ー

ル
ソ

ー
シ
ャ

ル
ワ

ー
カ

ー
を

３
名

配
置

し
て

い
る

。
ま

た
、

子
ど

も
家
庭

支
援

セ
ン

タ
ー

や
児

童
相

談
所

等
の

関
係

機
関

と
連

携
し
て

相
談

等
の

対
応

を
行

う
。

相
談

件
数

　
総

数
１

８
１
件

A
十

分
配

慮
教

育
総

合
相

談
セ

ン
タ

ー

1
3

2
ス

ク
ー

ル
カ

ウ
ン

セ
ラ

ー
活

用
事

業

い
じ

め
や

不
登

校
等

、
児

童
・

生
徒

の
心

の
問

題
に

起
因
す

る
問

題
行

動
に

対
応

す
る

た
め

、
区

立
小

・
中

学
校

へ
児

童
・

生
徒

の
臨

床
心

理
に

関
し

て
高

度
な

専
門

知
識

や
経
験

を
有

す
る

ス
ク

ー
ル

カ
ウ

ン
セ

ラ
ー

を
区

立
小

中
学

校
全
校

に
配

置
し

て
い

る
。

相
談

件
数

4
2

,0
0

6
件

（
小

学
校

3
3

,0
0

4
件

、
中

学
校

9
,0

0
2

件
）

A
十

分
配

慮
教

育
総

合
相

談
セ

ン
タ

ー

学
校

等
に

お
け

る
男

女
共

同
参

画
意

識
の

形
成

教
職

員
等

へ
の

研
修

の
充

実

4
1

小
・

中
学

校
、

幼
稚

園
、

保
育

園
で

の
意

識
啓

発

A A A
4

3

4
0

相
談

体
制

の
充

実

3 　 男 女 が あ ら ゆ る 分 野 で 参 画 す る 地 域 社 会

1
育

ち
の

場
に

お
け

る
男

女
共

同
参

画
意

識
の

形
成

28



目
標

課
題

施
策

の
方

向

取 組 番 号

取
組

（
網

か
け

＝
重

点
）

取 組 単 位

評 価

事 業 番 号

事
業

名
（

網
か

け
＝

重
点

）
事

業
実

績
評

価
男

女
共

同
参

画
配

慮
度

所
管

課
（

３
０

年
度

）

1
3

3
ス

ペ
ー

ス
ゆ

う
情

報
コ

ー
ナ

ー
の

充
実

男
女

共
同

参
画

に
関

す
る

図
書

・
行

政
資

料
・

雑
誌

・
ビ
デ

オ
等

の
閲

覧
と

貸
し

出
し

を
行

う
。

所
蔵

数
計

3
,9

5
6

点
、

貸
出

人
数

　
延

べ
2

9
4

名
・

貸
出

資
料

合
計

5
1

8
点

B
十

分
配

慮
男

女
い

き
い

き
推

進
課

1
3

4
情

報
誌

・
講

座
等

に
よ

る
意

識
啓

発
ス

ペ
ー

ス
ゆ

う
情

報
誌

「
ゆ

う
レ

ポ
ー

ト
」

に
男

女
共

同
参

画
週

間
の

記
事

を
掲

載
し

、
男

女
共

同
参

画
に

つ
い

て
考
え

る
機

会
を

提
供

し
た

。
A

十
分

配
慮

男
女

い
き

い
き

推
進

課

1
3

5
図

書
館

に
お

け
る

特
設

コ
ー

ナ
ー

の
設

置
中

央
図

書
館

に
お

い
て

、
男

女
共

同
参

画
に

即
し

た
図

書
資

料
の

展
示

コ
ー

ナ
ー

を
年

に
２

回
（

第
１

回
5

/
2

5
～

6
/
2

7
、

第
２

回
1

0
/
2

6
～

1
1

/
2

8
）

実
施

。
A

十
分

配
慮

中
央

図
書

館

1
3

6
「

家
族

ふ
れ

あ
い

の
日

」
推

進
事

業
1

9
の

各
青

少
年

地
区

委
員

会
で

実
施

。
第

3
土

、
日

曜
日

を
「

家
族

ふ
れ

あ
い

の
日

」
と

し
、

こ
の

日
を

中
心

に
各

地
域

で
家

族
参

加
型

の
行

事
を

実
施

。
参

加
者

9
,7

9
1

名

生
涯

学
習

・
学

校
地

域
連

携
課

1
3

7
イ

ク
メ

ン
講

演
会

・
イ

ク
メ

ン
講

座
（

再
掲
）

パ
パ

応
援

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

（
パ

パ
講

演
会

・
パ

パ
ス

ク
ー

ル
）

２
２

－
５

８
参

照
子

ど
も

未
来

課

1
3

8
講

座
・

情
報

誌
等

に
よ

る
意

識
啓

発
ス

ペ
ー

ス
ゆ

う
情

報
誌

「
ゆ

う
レ

ポ
ー

ト
」

に
男

女
共

同
参

画
週

間
の

記
事

を
掲

載
し

、
男

女
共

同
参

画
に

つ
い

て
考
え

る
機

会
を

提
供

し
た

。
A

十
分

配
慮

男
女

い
き

い
き

推
進

課

1
3

9
家

庭
教

育
学

級

小
学

生
コ

ー
ス

「
子

ど
も

の
生

き
る

力
を

育
て

る
た

め
の

“
お

金
教

育
”

」
、

小
学

生
親

コ
ー

ス
Ⅰ

「
子

ど
も

の
成
長

を
支

え
る

親
子

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
」

、
小

学
生

親
コ
ー

ス
Ⅱ

「
子

ど
も

達
に

伝
え

た
い

！
日

本
の

伝
統

、
一

生
役
に

立
つ

マ
ナ

ー
」

、
父

親
コ

ー
ス

「
パ

パ
と

動
く

お
も

ち
ゃ
を

作
ろ

う
！

」
、

日
曜

コ
ー

ス
「

あ
な

た
の

イ
ラ

イ
ラ

を
味
方

に
変

え
る

ア
ド

ラ
ー

流
『

勇
気

づ
け

の
お

片
づ

け
』

」
を
実

施
し

た
。

参
加

者
 延

べ
4

0
4

名

A
十

分
配

慮
生

涯
学

習
・

学
校

地
域

連
携

課

地
域

に
お

け
る

男
女

共
同

参
画

意
識

の
形

成
4

6

町
会

・
自

治
会

、
青

少
年

地
区

委
員

会
、

P
T

A
な

ど
地

域
団

体
へ

の
啓

発
-

1
4

0
出

前
講

座
で

の
地

域
団

体
勉

強
会

へ
の

意
識

啓
発

町
会

・
自

治
会

等
の

地
域

団
体

か
ら

の
依

頼
が

な
か

っ
た
た

め
、

出
前

講
座

の
実

績
は

な
か

っ
た

。
Ｄ

ー
男

女
い

き
い

き
推

進
課

家
庭

に
お

け
る

男
女

共
同

参
画

意
識

の
形

成

AA
4

4
区

民
へ

の
意

識
啓

発
と

情
報

提
供

4
5

家
庭

で
育

む
男

女
共

同
参

画
の

意
識

啓
発

（ ３ 　 男 女 が あ ら ゆ る 場 で 参 画 す る 地 域 社 会 ）

(1
育

ち
の

場
に

お
け

る
男

女
共

同
参

画
意

識
の

形
成

)
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目
標

課
題

施
策

の
方

向

取 組 番 号

取
組

（
網

か
け

＝
重

点
）

取 組 単 位

評 価

事 業 番 号

事
業

名
（

網
か

け
＝

重
点

）
事

業
実

績
評

価
男

女
共

同
参

画
配

慮
度

所
管

課
（

３
０

年
度

）

1
4

1
各

課
に

対
す

る
審

議
会

へ
の

公
募

制
採

用
の

呼
び

か
け

各
課

調
査

の
際

、
審

議
会

等
に

一
般

公
募

委
員

を
登

用
す
る

よ
う

要
請

し
て

い
る

。
公

募
委

員
の

い
る

審
議

会
比

率
　

1
9

.6
％

A
十

分
配

慮
経

営
改

革
・

公
共

施
設

再
配

置
推

進
担

当
課

1
4

2
各

課
に

対
す

る
審

議
会

へ
の

女
性

委
員

登
用

の
呼

び
か
け

審
議

会
等

に
関

す
る

調
査

を
各

課
に

す
る

際
、

ア
ゼ

リ
ア
プ

ラ
ン

の
課

題
や

現
在

の
参

画
状

況
を

数
値

や
グ

ラ
フ

等
に
よ

り
具

体
的

に
示

し
審

議
会

へ
の

女
性

委
員

の
登

用
を

呼
び
か

け
た

。
北

区
の

審
議

会
委

員
の

女
性

比
率

 2
5

.7
％

C
十

分
配

慮
男

女
い

き
い

き
推

進
課

4
8

町
会

・
自

治
会

、
Ｐ

Ｔ
Ａ

等
地

域
団

体
の

リ
ー

ダ
ー

へ
の

女
性

の
参

画
推

進
-

1
4

3
出

前
講

座
・

情
報

誌
で

の
地

域
団

体
へ

の
意

識
啓
発

町
会

・
自

治
会

等
の

地
域

団
体

か
ら

の
依

頼
が

な
か

っ
た
た

め
、

出
前

講
座

の
実

績
は

な
か

っ
た

。
Ｄ

ー
男

女
い

き
い

き
推

進
課

1
4

4
防

災
・

復
興

に
か

か
る

各
種

計
画

に
お

け
る

男
女

共
同
参

画
の

推
進

避
難

所
生

活
等

に
お

け
る

女
性

の
悩

み
相

談
に

応
じ

る
相
談

態
勢

の
構

築
等

に
つ

い
て

女
性

を
対

象
と

し
た

研
修

を
実
施

し
た

。
A

十
分

配
慮

防
災

課
男

女
い

き
い

き
推

進
課

1
4

5
基

本
計

画
等

各
種

計
画

に
お

け
る

男
女

共
同

参
画

の
働
き

か
け

基
本

計
画

の
改

定
に

あ
た

り
、

ワ
ー

ク
・

ラ
イ

フ
・

バ
ラ
ン

ス
推

進
事

業
や

審
議

会
等

へ
の

女
性

の
参

画
に

つ
い

て
意
見

を
表

明
し

た
。

男
女

い
き

い
き

推
進

課

5
0

活
躍

す
る

女
性

の
情

報
提

供
A

1
4

6
講

座
・

情
報

等
に

よ
る

意
識

啓
発

（
推

）
ス

ペ
ー

ス
ゆ

う
情

報
誌

「
ゆ

う
レ

ポ
ー

ト
」

で
ワ

ー
ク

・
ラ

イ
フ

・
バ

ラ
ン

ス
推

進
企

業
の

代
表

取
締

役
を

「
北

区
の
き

ら
め

く
旬

な
人

」
と

し
て

取
り

上
げ

た
。

A
十

分
配

慮
男

女
い

き
い

き
推

進
課

5
1

管
理

監
督

者
層

に
占

め
る

女
性

職
員

の
割

合
の

拡
大

A
1

4
7

女
性

職
員

の
キ

ャ
リ

ア
ア

ッ
プ

等
に

関
す

る
意

識
啓

発
講

座
（

推
）

公
務

サ
ポ

ー
ト

研
修

「
は

じ
め

て
の

キ
ャ

リ
ア

デ
ザ

イ
ン
～

私
ら

し
い

働
き

方
・

生
き

方
を

実
現

す
る

た
め

に
～

」
実

施
　

参
加

者
4

0
名

A
十

分
配

慮
職

員
課

1
4

8
講

座
・

情
報

誌
等

に
よ

る
意

識
啓

発
ス

ペ
ー

ス
ゆ

う
情

報
誌

「
ゆ

う
レ

ポ
ー

ト
」

で
ワ

ー
ク

・
ラ

イ
フ

・
バ

ラ
ン

ス
推

進
企

業
の

代
表

取
締

役
を

「
北

区
の
き

ら
め

く
旬

な
人

」
と

し
て

取
り

上
げ

た
。

A
十

分
配

慮
男

女
い

き
い

き
推

進
課

1
4

9
中

学
生

・
高

校
生

の
た

め
の

職
業

教
育

キ
ャ

ラ
バ

ン
事
業

（
再

掲
）

４
２

－
１

２
９

参
照

男
女

い
き

い
き

推
進

課

5
3

北
区

男
女

共
同

参
画

デ
ー

タ
情

報
の

提
供

B
1

5
0

北
区

男
女

共
同

参
画

デ
ー

タ
の

公
表

審
議

会
等

に
占

め
る

女
性

の
割

合
を

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

で
公
表

し
た

。
B

十
分

配
慮

男
女

い
き

い
き

推
進

課

1
5

1
男

女
の

生
活

向
上

等
の

た
め

の
講

座

「
ね

っ
と

わ
ー

く
ま

つ
り

」
（

北
区

男
女

共
同

参
画

ネ
ッ
ト

ワ
ー

ク
と

の
共

催
事

業
）

「
子

育
て

マ
マ

の
未

来
計

画
」

（
東

京
家

政
大

学
・

板
橋

区
・

北
区

と
の

共
催

事
業

）

A
ー

男
女

い
き

い
き

推
進

課

1
5

2
北

区
区

民
大

学
の

実
施

第
1

3
2

期
北

区
区

民
大

学
「

童
謡

1
0

0
周

年
歌

い
継

が
れ

る
童

謡
」

参
加

者
4

0
名

第
1

3
3

期
北

区
区

民
大

学
「

バ
ロ

ッ
ク

美
術

鑑
賞

　
ﾚ
ﾝ
ﾌ
ﾞ
ﾗ
ﾝﾄ

と
ﾌ
ｪ
ﾙ
ﾒ
ｰ
ﾙの

生
涯

と
作

品
」

参
加

者
5

4
名

B
十

分
配

慮
生

涯
学

習
・

学
校

地
域

連
携

課

1
5

3
地

域
活

動
へ

の
参

加
促

進
講

座
「

ね
っ

と
わ

ー
く

ま
つ

り
」

（
北

区
男

女
共

同
参

画
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
と

の
共

催
事

業
）

A
ー

男
女

い
き

い
き

推
進

課

1
5

4
男

女
共

同
参

画
防

災
研

修
「

女
性

に
ガ

マ
ン

を
強

い
な

い
防

災
セ

ミ
ナ

ー
～

災
害

時
の

心
の

ケ
ア

を
学

ぶ
～

」
を

実
施

。
参

加
者

3
0

名
A

十
分

配
慮

防
災

課
男

女
い

き
い

き
推

進
課

1
5

5
災

害
時

に
お

け
る

女
性

リ
ー

ダ
ー

育
成

研
修

「
女

性
に

ガ
マ

ン
を

強
い

な
い

防
災

セ
ミ

ナ
ー

～
災

害
時
の

心
の

ケ
ア

を
学

ぶ
～

」
を

実
施

。
参

加
者

3
0

名
（

再
掲

）
Ｂ

ー
防

災
課

男
女

い
き

い
き

推
進

課

5
6

男
性

に
対

す
る

男
女

共
同

参
画

の
意

識
啓

発
A

1
5

6
男

性
の

た
め

の
男

女
共

同
参

画
に

関
す

る
講

座
男

性
向

け
講

座
「

家
族

介
護

は
『

頼
り

方
』

と
『

任
せ

方
』

～
仕

事
を

続
け

る
こ

と
こ

そ
親

孝
行

～
」

を
実

施
。

参
加
者

2
0

名
A

十
分

配
慮

男
女

い
き

い
き

推
進

課

２
 政

策
・

方
針

決
定

過
程

へ
の

男
女

共
同

参
画

の
推

進

（ 3 男 女 が あ ら ゆ る 分 野 で 参 画 す る 地 域 社 会 ）

３
 日

常
生

活
に

お
け

る
男

女
共

同
参

画
の

推
進

男
女

が
と

も
に

自
立

し
生

活
す

る
た

め
の

支
援

5
4

男
女

の
生

活
自

立
の

促
進

管
理

・
監

督
者

へ
の

登
用

と
職

域
の

拡
大

5
2

固
定

的
性

別
役

割
分

担
に

と
ら

わ
れ

な
い

職
域

拡
大

の
啓

発

4
9

男
女

共
同

参
画

の
視

点
に

配
慮

し
た

計
画

の
策

定
と

推
進

政
策

・
方

針
決

定
の

場
へ

の
参

画
促

進

A AB A B

4
7

審
議

会
等

へ
の

女
性

の
参

画
推

進

5
5

地
域

活
動

へ
の

参
加

促
進

30



目
標

課
題

施
策

の
方

向

取 組 番 号

取
組

（
網

か
け

＝
重

点
）

取 組 単 位

評 価

事 業 番 号

事
業

名
（

網
か

け
＝

重
点

）
事

業
実

績
評

価
男

女
共

同
参

画
配

慮
度

所
管

課
（

３
０

年
度

）

1
5

7
活

動
コ

ー
ナ

ー
・

交
流

サ
ロ

ン
の

活
用

促
進

登
録

団
体

か
ら

の
お

知
ら

せ
や

活
動

内
容

の
案

内
を

活
動

コ
ー

ナ
ー

に
掲

示
し

、
グ

ル
ー

プ
活

動
の

利
用

促
進

を
図
っ

た
。

A
十

分
配

慮
男

女
い

き
い

き
推

進
課

1
5

8
登

録
団

体
交

流
会

「
お

互
い

を
知

り
あ

い
、

活
動

を
前

へ
」

を
テ

ー
マ

に
北
区

男
女

共
同

参
画

週
間

の
一

環
で

ス
ペ

ー
ス

ゆ
う

登
録

団
体
交

流
会

を
実

施
し

た
。

参
加

団
体

1
8

団
体

A
十

分
配

慮
男

女
い

き
い

き
推

進
課

1
5

9
国

際
交

流
事

業
行

事
の

実
施

1
0

月
開

催
の

区
民

ま
つ

り
に

「
国

際
ふ

れ
あ

い
広

場
」

と
し

て
参

加
。

参
加

団
体

数
1

3
団

体
総

務
課

1
6

0
講

座
・

情
報

誌
等

に
よ

る
理

解
促

進

ス
ペ

ー
ス

ゆ
う

内
の

情
報

コ
ー

ナ
ー

に
L
G

B
T

等
に

関
連

す
る

図
書

を
配

架
し

た
ほ

か
、

パ
ー

ト
ナ

ー
シ

ッ
プ

事
業

「
性

別
に

か
か

わ
る

理
解

を
深

め
る

Ｗ
Ｅ

Ｂ
調

査
ア

ン
ケ

ー
ト
」

及
び

報
告

会
を

実
施

し
た

。
ア

ン
ケ

ー
ト

回
答

者
7

9
2

名
、

報
告

会
参

加
者

2
3

名

A
十

分
配

慮
男

女
い

き
い

き
推

進
課

1
6

1
職

員
の

男
女

共
同

参
画

に
関

す
る

意
識

意
向

調
査

調
査

未
実

施
（

令
和

元
年

度
に

実
施

予
定

）
D

ー
職

員
課

1
6

2
職

員
の

男
女

共
同

参
画

に
関

す
る

意
識

意
向

調
査

全
職

員
を

対
象

に
男

女
共

同
参

画
に

関
す

る
意

識
意

向
調
査

を
実

施
し

た
。

A
十

分
配

慮
男

女
い

き
い

き
推

進
課

6
0

職
員

研
修

の
充

実
A

1
6

3
職

員
の

男
女

共
同

参
画

に
関

す
る

意
識

啓
発

男
女

共
同

参
画

職
員

研
修

「
多

様
な

性
っ

て
な

ん
だ

ろ
う
？

～
互

い
の

違
い

を
受

け
止

め
あ

え
る

社
会

を
目

指
し

て
～
」

を
実

施
。

参
加

者
1

0
0

名
A

十
分

配
慮

職
員

課
男

女
い

き
い

き
推

進
課

6
1

計
画

の
評

価
シ

ス
テ

ム
の

効
果

的
な

運
用

B
1

6
4

ア
ゼ

リ
ア

プ
ラ

ン
事

業
実

績
報

告
書

の
作

成
各

事
業

の
事

業
実

績
や

、
事

業
評

価
、

担
当

職
員

に
よ

る
配

慮
度

ﾁ
ｪ
ｯ
ｸ等

を
ふ

ま
え

て
、

計
画

の
進

捗
評

価
を

確
認

し
、

事
業

実
績

報
告

書
を

作
成

し
た

。
B

十
分

配
慮

男
女

い
き

い
き

推
進

課

6
2

定
期

的
な

区
民

意
識

調
査

の
実

施
B

1
6

5
区

民
の

男
女

共
同

参
画

に
関

す
る

意
識

意
向

調
査

区
民

2
,0

0
0

名
、

企
業

経
営

者
2

0
0

名
、

町
会

・
自

治
会

長
1

8
1

名
・

副
会

3
6

2
名

、
区

立
中

学
校

2
年

生
1

,4
9

4
名

を
対

象
に

男
女

共
同

参
画

に
関

す
る

意
識

意
向

調
査

を
実

施
し

た
。

回
収

率
　

計
5

9
.9

%

B
十

分
配

慮
男

女
い

き
い

き
推

進
課

1
6

6
ス

ペ
ー

ス
ゆ

う
各

種
講

座
男

女
共

同
参

画
週

間
、

女
性

の
活

躍
推

進
応

援
塾

、
北

区
さ

ん
か

く
大

学
、

啓
発

セ
ミ

ナ
ー

ほ
か

、
さ

ま
ざ

ま
な

講
座
を

実
施

し
た

。
B

十
分

配
慮

男
女

い
き

い
き

推
進

課

1
6

7
区

民
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
と

の
協

働
ス

ペ
ー

ス
ゆ

う
主

催
講

座
の

運
営

補
助

や
一

時
保

育
な

ど
に

お
い

て
、

有
償

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

と
の

協
働

を
は

か
っ

た
。

男
女

い
き

い
き

推
進

課

1
6

8
ス

ペ
ー

ス
ゆ

う
の

周
知

・
活

用
促

進

ス
ペ

ー
ス

ゆ
う

の
リ

ー
フ

レ
ッ

ト
を

出
前

講
座

等
で

中
学

生
・

高
校

生
に

配
付

し
、

若
年

層
を

取
り

組
む

工
夫

を
行
っ

た
。

ま
た

、
講

座
・

講
演

会
等

で
も

配
付

し
、

ス
ペ

ー
ス
ゆ

う
の

認
知

度
の

向
上

を
図

っ
た

。

B
十

分
配

慮
男

女
い

き
い

き
推

進
課

1
6

9
ス

ペ
ー

ス
ゆ

う
情

報
コ

ー
ナ

ー
の

充
実

（
再

掲
）

４
４

－
１

３
３

参
照

B
十

分
配

慮
男

女
い

き
い

き
推

進
課

1
7

0
情

報
誌

・
ホ

ー
ム

ペ
ー

ジ
の

充
実

ス
ペ

ー
ス

ゆ
う

主
催

講
座

等
の

案
内

は
、

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ
の

ほ
か

北
区

公
式

ツ
イ

ッ
タ

ー
・

フ
ェ

イ
ス

ブ
ッ

ク
を

活
用
し

た
。

情
報

誌
「

ゆ
う

レ
ポ

ー
ト

」
を

年
３

回
発

行
（
各

5
,5

0
0

部
）

男
女

い
き

い
き

推
進

課

1
7

1
講

座
受

講
者

へ
の

ア
ン

ケ
ー

ト
実

施

ス
ペ

ー
ス

ゆ
う

で
実

施
す

る
講

座
に

つ
い

て
は

、
す

べ
て
受

講
者

へ
の

ア
ン

ケ
ー

ト
を

実
施

し
た

。
ア

ン
ケ

ー
ト

結
果
に

つ
い

て
は

、
内

容
を

精
査

・
確

認
し

、
今

後
の

講
座

等
の
企

画
に

活
用

し
て

い
る

。

A
十

分
配

慮
男

女
い

き
い

き
推

進
課

1
7

2
登

録
団

体
交

流
会

（
再

掲
）

５
７

－
１

５
７

参
照

男
女

い
き

い
き

推
進

課

（
３

 日
常

生
活

に
お

け
る

男
女

共
同

参
画

の
推

進
）

（ 3 男 女 が あ ら ゆ る 分 野 で 参 画 す る 地 域 社 会 ） 計 画 を 推 進 す る た め の し く み

A

１
　

区
の

推
進

体
制

の
充

実

職
員

の
意

識
啓

発

計
画

の
進

捗
管

理

拠
点

施
設

の
機

能
強

化

A A

多
様

な
区

民
の

相
互

理
解

促
進

と
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
の

拡
大

5
7

5
9

定
期

的
な

職
員

意
識

調
査

の
実

施

国
籍

・
文

化
等

の
異

な
る

多
様

な
区

民
の

理
解

、
交

流
促

進

団
体

・
グ

ル
ー

プ
活

動
の

支
援

と
交

流
促

進

5
8

6
5

区
民

ニ
ー

ズ
の

把
握

6
3

幅
広

い
区

民
参

加
の

促
進

6
4

情
報

発
信

機
能

の
強

化

B B A
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目
標

課
題

施
策

の
方

向

取 組 番 号

取
組

（
網

か
け

＝
重

点
）

取 組 単 位

評 価

事 業 番 号

事
業

名
（

網
か

け
＝

重
点

）
事

業
実

績
評

価
男

女
共

同
参

画
配

慮
度

所
管

課
（

３
０

年
度

）

1
7

3
地

域
ス

タ
ッ

フ
・

登
録

団
体

等
と

の
協

働
事

業
男

女
共

同
参

画
週

間
事

業
等

に
多

く
の

区
民

の
参

画
・

協
力

を
得

る
こ

と
を

目
的

に
地

域
ス

タ
ッ

フ
会

議
を

運
営

し
、
地

域
ス

タ
ッ

フ
と

の
協

働
を

図
っ

て
い

る
。

A
十

分
配

慮
男

女
い

き
い

き
推

進
課

1
7

4
登

録
団

体
交

流
会

（
再

掲
）

５
７

－
１

５
７

参
照

男
女

い
き

い
き

推
進

課

1
7

5
パ

ー
ト

ナ
ー

シ
ッ

プ
事

業

男
女

共
同

参
画

社
会

を
推

進
す

る
た

め
に

、
ス

ペ
ー

ス
ゆ
う

登
録

団
体

な
ど

が
企

画
及

び
運

営
す

る
事

業
に

対
し

て
、
会

場
提

供
及

び
広

報
協

力
な

ど
を

行
う

、
区

民
と

の
協

働
事
業

を
実

施
し

て
い

る
。

平
成

3
0

年
度

は
3

団
体

実
施

。

男
女

い
き

い
き

推
進

課

6
7

情
報

発
信

の
た

め
の

協
力

店
舗

の
確

保
A

1
7

6
情

報
提

供
の

た
め

の
協

力
店

舗
の

確
保

北
区

薬
剤

師
会

と
協

力
し

、
薬

局
店

舗
に

ス
ペ

ー
ス

ゆ
う
情

報
誌

「
ゆ

う
レ

ポ
ー

ト
」

を
配

布
し

た
。

A
十

分
配

慮
産

業
振

興
課

男
女

い
き

い
き

推
進

課

6
8

地
域

の
企

業
や

産
業

団
体

な
ど

と
の

共
同

事
業

の
推

進
A

1
7

7
企

業
向

け
講

座
、

セ
ミ

ナ
ー

等
の

実
施

「
ワ

ー
ク

・
ラ

イ
フ

・
バ

ラ
ン

ス
推

進
事

業
」

や
「

中
小
企

業
向

け
女

性
活

躍
推

進
セ

ミ
ナ

ー
」

の
周

知
は

王
子

法
人
会

の
企

業
向

け
送

付
の

際
に

チ
ラ

シ
を

折
り

込
ん

だ
。

A
十

分
配

慮
男

女
い

き
い

き
推

進
課

6
9

大
学

、
関

係
機

関
、

地
域

団
体

、
Ｎ

Ｐ
Ｏ

な
ど

と
の

課
題

解
決

A
1

7
8

大
学

・
関

係
機

関
等

と
の

効
果

的
な

連
携

・
東

京
家

政
大

学
と

の
共

催
で

「
子

育
て

マ
マ

の
未

来
計

画
」

を
2

回
実

施
し

た
。

参
加

者
　

延
べ

1
1

6
名

・
北

区
男

女
共

同
参

画
推

進
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
と

の
共

催
で
、

「
ね

っ
と

わ
ー

く
ま

つ
り

」
を

開
催

し
た

。
参

加
者

　
延
べ

1
6

1
名

・
お

茶
の

水
女

子
大

学
と

の
協

働
（

試
行

）
で

公
開

授
業

「
青

い
ラ

ジ
コ
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（５）男女共同参画配慮度チェック 

 

アゼリアプランに定める取組の中から、男女共同参画の浸透状況をはかるのに適した事業に

ついて、チェックリストを使用して、それぞれに計画・立案、実施、結果の各段階で男女共同

参画の配慮について、９項目の内容で調査しました。 

各所管課が男女共同参画配慮調査票に基づき、チェックを行った結果は次のとおりです。 

 

（１）項目別該当数 

 配慮度チェック対象の１１８事業についての集計です。 

                        

項目 項 目 内 容 できた できなかった 非該当 

１ 事業の企画・立案にあたり、女性・男性双方（区民又は

職員）の意見を聞き、女性と男性の視点が事業に盛り込

まれるようにした。 

 

９７ 

 

0 

 

 

21 

２ 男の役割・女の役割という固定的な性別役割分担意識に

とらわれない内容にした。 

9３ 0 

 

25 

３ 女性・男性双方が参加または利用しやすくなるよう工夫

した。 

８９ 

 

0 

 

29 

 

４ パンフレット・チラシや申請書の文章、イラストについ

て、性別にとらわれない表現とするよう配慮した。 

100 0 

 

１8 

 

５ 区民や職員に対し、性別役割分担を前提にした対応を行

わないように、女性・男性いずれに対しても同様の態度

で対応するようにした。 

 

８９ 

 

 

0 

 

29 

 

６ 性に起因する問題や安全・健康面等に配慮する必要があ

った場合、事業を実施する者の性別に配慮した。 

３７ 

 

０ 

 

81 

 

７ 

 

事業の対象となる女性・男性双方にサービスが及んだ。 ７８ 

 

0 

 

40 

 

８ 事業を評価するために必要な男女別の実績データが存在

する。 

４７ 

 

0 

 

71 

 

９ 事業を実施する者が、事業進行中男女共同参画を配慮・

推進していた。 

９４ 

 

0 

 

２4 

 

                         

 

（２）総合的な男女共同参画配慮度状況 

配慮した項目の割合 

配慮した数÷（９－非該当） 

男女共同参画配慮度への評価 ﾁｪｯｸｼｰﾄ数 

２/３超 十分に配慮した ９9 

１/３超２/３以下 ある程度の配慮をした ０ 

１/３以下 配慮が不十分だった ０ 

  非該当（※） — １９ 

      計  １１8 

※非該当･････未実施事業、配慮度チェックに適さないと思われるもの 
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●男女共同参画に配慮した具体的内容 

 
 
１ 事業の企画・立案にあたり、女性・男性双方（区民又は職員）の意見を聞き、女性と男性の

視点が事業に盛り込まれるようにした。 

【目標１】 

（№19／障害者虐待防止対策の推進／障害福祉課） 

・課内 PT で事業の企画立案をおこなっている。PT メンバーには男女が参画している。 

（№30／情報教育担当者連絡会の開催／教育指導課） 

・第１回講義「小学校におけるプログラミング教育」については、今後社会で活躍するために必要と

なる情報活用能力の一つであるプログラミングをテーマとした。第２回講義「ドリルパークでの東

京ベーシックドリル利用について」を行い、性差を問わず、タブレットを授業活用する内容とした。 

 

【目標２】 

（№58／パパ応援プロジェクト（パパ講演会・パパスクール）（推）／子ども未来課・多様性社会推進

課） 

（№59／孫育て応援プロジェクト／子ども未来課・多様性社会推進課） 

 ・受講者アンケートの結果をもとに、開催時期や時間を設定し、男性参加を促した。 

（№67／ママ応援プロジェクト／子ども未来課・多様性社会推進課） 

 ・受講者アンケートの結果をもとに、男性職員及び女性職員で開催時期や時間を検討し、実施した。 

（№89／生活困窮・ひとり親世帯等の中学１、２年生への学習支援事業／子ども未来課） 

 ・男女問わず、対象となる生徒が参加しやすい事業となるよう心掛けた。 

（№97／待機児童解消のための各保育サービスの充実（推）／保育課） 

 ・子育てに対する不安解消や経済的負担を解消するため、待機児童解消を推進することは、子育て中

の方はもちろん、今後に子育てを考えている方の注目するところであり、男女問わず、大きな期待

が寄せられている。男女問わず、保育サービスの拡充は求められており、本事業は男女双方の意見

を反映したものとなっている。 

（№98／延長、休日保育の拡充（推）／保育課） 

 ・保育を必要とされる方の就労体系に応じて、お子さんを保育園に預けられるようにすることは、男

女共同参画の社会を推進する上で欠かせないものである。男女問わず、保育サービスの拡充は求め

られており、本事業は、男女双方の意見を反映したものとなっている。 

 

【目標３】 

（№127／北区教育広報誌「くおん」の発行／教育政策課） 

 ・くおんの編集及び発行は、北区教育委員会広報編集委員会を設置し行っている。女性・男性双方の

意見を聞くことができるように、女性と男性のバランスを考慮して、編集委員会の委員の選出を行

った。 

（№135／図書館における特設コーナーの設置／中央図書館） 

 ・展示資料の選定に際しては、一般の図書資料選定同様、中立性を最も重視して実施しており、選書、

展示の企画運営ともに男女職員により行った。 

（№144／防災・復興にかかる各種計画における男女共同参画の推進／防災課） 

 ・地域防災計画は女性、男性それぞれの視点を踏まえた計画とした。 
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【計画を推進するためのしくみ】 

（№173／地域スタッフ・登録団体との協働事業／男女いきいき推進課） 

・地域スタッフと男女共同参画週間事業をはじめとするイベントの企画をする際には、女性・男性双

方の視点が反映されるよう、女性・男性の地域スタッフから意見を求めた。 

 

 

２ 男の役割・女の役割という固定的な性別役割分担意識にとらわれない内容にした。 
 

【目標１】 

（№19／障害者虐待防止対策の推進／障害福祉課） 

 ・区民向け虐待防止啓発講演会では、男女を問わず区民全般をターゲットにしたテーマを設定した。 

 

【目標２】 

（№59／孫育て応援プロジェクト／子ども未来課・多様性社会推進課） 

 ・本講座は、多世代が育児に関われる環境づくりを推進し子育ての輪を広げていくため、祖父母世代

向けに講座を実施しているものである。古い固定観念にとらわれず、男女が協力し合って子育てを行

うことを視点にしたプログラムを取り入れている。 

（№67／ママ応援プロジェクト／子ども未来課・多様性社会推進課） 

 ・本講座は、多世代が育児に関われる環境づくりを推進し、子育ての輪を広げていくため、実施して

いる「みんなで育児応援プロジェクト」のひとつとして実施しており、父親向け、母親向け、祖父母

向け講座を展開しており、各講座においては、古い固定観念にとらわれず、男女が協力し合って子育

てを行うことを視点に入れて実施している。 

（№80／母子・父子家庭自立支援プログラム／生活福祉課） 

 ・申込者の希望や適性に基づいた就労支援を行っている。性別役割分担にこだわらず、求職の職種の

範囲を広げるよう助言している。 

（№96／教育相談事業／教育総合相談センター） 

 ・両親が協力しあって、子育てにつなげられるよう、父親と母親というそれぞれの役割という観点か

らだけでなく、両親が同じ立場で子育てに取り組むことができるようなスタンスで相談に応じた。 

（№64／イクじい・イクばあ講座／子育て支援課) 

・本講座は多世代が育児に関われる環境作りを推進し、子育ての輪を広げていくため、祖父母世代向け

に講座を実施している。固定的観念にとらわれず、男女が協力し合って、子育てを行うことを視点と

したプログラムを取り入れている。 

 

【目標３】 

（№127／北区教育広報誌「くおん」の発行／教育政策課） 

・掲載する記事を選定する際は、性別を限定した記事にならないように常に意識して選定を行った。 

（№132／スクールカウンセラー活用事業／教育総合相談センター） 

・相談に応じる中で、「男性はこうあるべき、女性はこうあるべき」という男女の性役割にとらわれる 

両親の思考が柔軟になり、気づきにつながるような言葉がけを多くするよう心掛けた。 

（№135／図書館における特設コーナーの設置／中央図書館） 

・展示資料については、多角的な視点から幅広く選書しており、意見の分かれる分野については双方の
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立場の資料をバランスよく集めるよう意識している。 

（№144／防災・復興にかかる各種計画における男女共同参画の推進／防災課） 

・性別による役割分担の意識にかかわる内容は除した計画策定に努めている。 

（№152／北区区民大学の実施／生涯学習・学校地域連携課） 

・高度な学習機会を提供することにより、固定的な性別役割分担意識などにとらわれることなく、変化

する社会に対応しながら自分らしく生きていくための学びの場とした。 

 

【計画を推進するためのしくみ】 

（№178／大学関係機関との効果的な連携／男女いきいき推進課） 

・区立小学校で試行実施した土曜公開授業では、男の子と女の子の固定的なイメージに囚われることな

く、異なる考え方を受け入れる大切さを学ぶ内容とした。 

 

 

３ 女性・男性双方が参加または利用しやすくなるよう工夫した。 
 

【目標１】 

（№41／特定健康診査・特定保健指導／国保年金課） 

 ・特定保健指導は、平日の昼間・夜間、土日祝日・夜間の枠を設けて、利便性に配慮して実施した。 

 

【目標２】 

（№58／パパ応援プロジェクト（パパ講演会・パパスクール）（推）／子ども未来課・多様性社会推進

課） 

 ・開催日時を日曜日の午前中とすることで男性参加を促した。 

（№59／孫育て応援プロジェクト／子ども未来課・多様性社会推進課） 

 ・講座の開催日を平日夜間に設定することで、就業率の高い若い世代の祖父母世代が参加しやすいよ

う配慮した。 

（№84／ひとり親家庭向け相談事業／子ども未来課） 

 ・面接相談以外に、電話やメールでの相談も行っている。 

（№87／「子どもの貧困と支援」に関する区民向け講演会／子ども未来課） 

 ・講演会実施にあたり、勤労者・主婦・子育て中の方を問わず参加しやすくなるよう平日ではなく土

曜日開催とし、保育付きで開催するなど配慮した。 

（№94／子育て相談事業／子どもわくわく課） 

 ・児童館に来館して相談する以外に、電話相談も行っている。 

（№96／教育相談事業／教育総合相談センター） 

 ・相談時間はご両親が共に来所できるような時間を設定するよう心掛けた。また、調整が整わない場

合には行き違いが生じないよう、相談内容を記した資料を提供するなど家庭内での共通理解につなが

るよう配慮した。 

 

【目標３】 

（№120／人権教育研修／保育課） 

・研修は男女の区別なく参加できる事業としている。 
（№124／固定的役割分担にとらわれない保育活動／保育課） 
・保育園のイベントは男女の区別なく参加できる内容としている。 
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（№131／スクールソーシャルワーカー活用事業／教育総合相談センター） 
・仕事をしている保護者からの相談に応じ易くするため、スクールソーシャルワーカーの勤務時間を柔

軟に変更し、相談者のニーズに配慮した。 

（№132／スクールカウンセラー活用事業／教育総合相談センター） 
・仕事をしている保護者からの相談に応じ易くするため、スクールカウンセラーの勤務時間を柔軟に変

更し、相談者のニーズに配慮した。 

（№152／北区区民大学の実施／生涯学習・学校地域連携課） 
・性別を問わず取り組めるテーマや条件設定（曜日・時間帯等）について配慮した。 
 

【計画を推進するためのしくみ】 

（№165／区民の男女共同参画に関する意識意向調査／男女いきいき推進課） 

  ・自宅にいる時間が比較的少ない就業している男性・女性も回答しやすいように WEB での回答を可能

にした。 

 

 

４ パンフレット・チラシや申請書の文章、イラストについて、性別にとらわれない表現と 

  するよう配慮した。 

【目標１】 

（№７／母子・父子、婦人相談／生活福祉課） 

 ・法や制度により、対象者が女性に限定されている場合は、その旨を明記した。父子家庭の父も利用

できる事業制度等については、「ひとり親（母子・父子）」と表記している。 

（№19／障害者虐待防止対策の推進／障害福祉課） 

・リーフレットのイラストには男性も女性も登場しており、知的障害者にもわかりやすいよう振り仮

名入りで作成した。 

（№41／特定健康診査・特定保健指導／国保年金課） 

 ・特定健康診査は、国保の資格・年齢で対象者が決定するため、性別にはとらわれていない。特定保

健指導についても、特定健康診査を受信し、保健指導判定値に該当した方が対象者となる。そのため、

性別にとらわれることはない。 

 

【目標２】 

（№59／孫育て応援プロジェクト、№67／ママ応援プロジェクト／子ども未来課・多様性社会推進課） 

 ・チラシや配布資料に使用するイラストに性別の偏りが出ないよう配慮した。 

（№61／子ども家庭在宅サービス事業（ショートステイ・トワイライト）／児童虐待対策担当課） 

・リーフレットには性別意識にとらわれないものとし、男女の区別なく利用できるものにした。 

（№71／放課後子ども総合プランの推進（推）／子どもわくわく課） 

（№72／留守家庭児童対策事業（学童クラブの充実）（推）／子どもわくわく課） 

 ・パンフレット等作成時には、性別にとらわれない表現とするよう配慮した。 

（№84／ひとり親家庭向け相談事業／子ども未来課） 

 ・パンフレット作成にあたっては男女にとらわれない内容になるよう配慮した。 

（№88／生活困窮・ひとり親世帯等の小学生への学習支援事業／生活福祉課） 

 ・チラシでは性別にとらわれないものを利用した。 

（№89／生活困窮・ひとり親世帯等の中学１、２年生への学習支援事業／子ども未来課） 

 ・チラシ作成にあたっては男女にとらわれない内容になるよう配慮した。 

（№97／待機児童解消のための各保育サービスの充実（推）／保育課） 

 ・保育園の入園案内や保護者説明会（保育園の指定管理への移行や耐震工事）の資料など、性別にと
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らわれるような表現はなく、イラストには男女双方を描いている。 

（№98／延長、休日保育の拡充（推）／保育課） 

 ・保育園の利用案内や事業チラシなど、性別にとらわれるような表現はなく、イラストなどは、男女

双方を描いている。 

【目標３】 

（№124／固定的役割分担にとらわれない保育活動／保育課） 

 ・保育園で作成するチラシは、性別にとらわれるような表現は無いよう十分配慮している。 

（№127／北区教育広報誌「くおん」の発行／教育政策課） 

 ・児童等のイラストを掲載する際は、男女両方のイラストを使用し、身長差等の体格的な違いがない

ように配慮した。 

（№139／家庭教育学級／生涯学習・学校地域連携課） 

（№152／北区区民大学の実施／生涯学習・学校地域連携課） 

・受講者募集チラシ作成にあたって、文言・イラスト等性別にとらわれない表現に配慮した。 

 

 

５ 区民や職員に対し、性別役割分担を前提にした対応を行わないように、女性・男性いずれに

対しても同様の態度で対応するようにした。 

【目標１】 

（№19／障害者虐待防止対策の推進／障害福祉課） 

・窓口や電話での相談やケース対応では、すべての事案に公平、平等に対応している。 

（№３０／情報教育担当者連絡会の開催／教育指導課） 

 ・男女問わず同一の対応としている。 

 

【目標２】 

（№83／ひとり親家庭向けの生活支援講習会・交流事業／子ども未来課） 

 ・男性・女性関係なく同じ内容で実施できるよう考慮した。 

（№87／「子どもの貧困と支援」に関する区民向け講演会／子ども未来課） 

 ・男女関係なく地域で子どもを支えていくことを伝えていけるよう配慮した。 

（№94／子育て相談事業／子どもわくわく課） 

 ・児童館職員に対して、専門相談員による研修を行い、相談者への対応の仕方をレクチャーした。 

（№96／教育相談事業／教育総合相談センター） 

 ・相談者への対応は男女で分けることなく、母親でも父親でも同じように対応した。 

 

【目標３】 

（№123／いじめ対応研修／教育指導課） 

・子ども、保護者と明記し、性別を感じさせない表現とした。 

（№131／スクールソーシャルワーカー活用事業／教育総合相談センター） 

・父親、母親いずれからの相談であっても差異をつけることなく、等しく対応した。 

（№132／スクールカウンセラー活用事業／教育総合相談センター） 

・スクールカウンセラー研修などの場を通じて、相談者の性別、年齢、立場などで差異を付けること

が無いよう、その都度確認を行い、基本に忠実な相談となるよう心掛けた。 

（№144／防災・復興にかかる各種計画における男女共同参画の推進／防災課） 

・訓練等では、口頭及び文字表現にて性別役割分担とならないよう配慮していた。 
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６ 性に起因する問題や安全・健康面等に配慮する必要があった場合、事業を実施する者の性別

に配慮した。 

【目標１】 

（№７／母子・父子、婦人相談／生活福祉課）（№11／母子緊急一時保護事業／生活福祉課） 

 ・女性相談・母子相談は、性に起因する問題や相談者の心情に配慮する必要があるため、専門の婦人

相談員・母子・父子自立支援員（女性）が対応している。 

（№19／障害者虐待防止対策の推進／障害福祉課） 

 ・性的虐待事案のケースや身体的虐待事案で身体状況の確認を要する場合などでは、被虐待者と同性

の職員を担当につけ、対応するようにしている。 

 

【目標２】 

（№58／パパ応援プロジェクト（パパ講演会・パパスクール）（推）／子ども未来課・多様性社会推進

課） 

 ・男性児童館職員が従事することで、参加者の男性が話しやすい環境を整えた。 

（№96／教育相談事業／教育総合相談センター） 

 ・女子児童・生徒の健康面・身体面の相談の際には女性相談員が対応するように配慮した。 

（№107／就職支援講座（推）／産業振興課） 

 ・女性参加者の健康相談等を受ける際、女性相談員が対応できるように体制を整えた。 

 

【目標３】 

（№123／いじめ対応研修／教育指導課） 

・性同一性障害から起因するいじめもあり、当該学校に想定される児童・生徒がいると常に考

え、教育活動を行うよう周知した。 

（№131／スクールソーシャルワーカー活用事業／教育総合相談センター） 

・女子児童・生徒の健康面・身体面の相談の際には女性相談員が対応するように配慮した。 

（№132／スクールカウンセラー活用事業／教育総合相談センター） 

・男性カウンセラーが女子児童、生徒の身体面を含んだ相談に応じる際には、女性の養護教諭

や女性の担任教諭に協力を依頼するなどし、相談しやすい環境整備や配慮を心掛けた。 

（№144／防災・復興にかかる各種計画における男女共同参画の推進／防災課） 

 ・災害時、避難所生活等における女性の悩み相談に対応するため、女性による相談体制を構築してい

る。 

 

 

７ 事業の対象となる女性・男性双方にサービスが及んだ。 

【目標１】 

（№19／障害者虐待防止対策の推進／障害福祉課） 

 ・虐待者、被虐待者とも男性もいれば女性もいて、区別することなく虐待防止に向けて対応している。 

（№41／特定健康診査・特定保健指導／国保年金課 

 ・特定健康診査・特定保健指導ともに個別性が高いため、会場設営等ではプライバシー保護の面から

も十分配慮している。 
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【目標２】 

（№59／孫育て応援プロジェクト、№67／ママ応援プロジェクト／子ども未来課・多様性社会推進課） 

 ・講座内容について、性差による可能・不可能がでないよう配慮した。 

（№87／「子どもの貧困と支援」に関する区民向け講演会／子ども未来課） 
・講演会実施にあたり、勤労者・主婦・子育て中の方を問わず参加しやすくなるよう平日ではなく土曜

日開催とし、保育付きで開催するなど配慮した。 

（№96／教育相談事業／教育総合相談センター） 
 ・母子家庭や父子家庭などの特別な事情以外はできるだけ、両親そろっての相談に応じるように心掛

けた。 
 

【目標３】 

（№127／北区教育広報誌「くおん」の発行／教育政策課） 

 ・掲載内容については、原則性別を限定する無いようがないため、女性・男性の双方に差異なく掲載

内容の周知を行うことができた。 

（№131／スクールソーシャルワーカー活用事業／教育総合相談センター） 

（№132／スクールカウンセラー活用事業／教育総合相談センター） 

 ・母子家庭や父子家庭などの特別な事情以外はできるだけ、両親そろっての相談に応じるように心掛

けた。 

（№144／防災・復興にかかる各種計画における男女共同参画の推進／防災課） 

 ・備蓄物資の推進は、女性、男性すべての年齢層等を視点にした物資計画とした。 

 

【計画を推進するためのしくみ】 

（№165／区民の男女共同参画に関する意識意向調査／男女いきいき推進課） 

  ・自宅にいる時間が比較的少ない就業している男性・女性も回答しやすいように WEB での回答を可能

にした。 

 

 

８ 事業を評価するために必要な男女別の実績データが存在する。 

                                                                  

【目標１】 
（№19／障害者虐待防止対策の推進／障害福祉課） 

 ・相談受付台帳に性別欄を設け、集計可能としている。 

（№41／特定健康診査・特定保健指導／国保年金課） 

・特定健康診査・特定保健指導ともに、事業評価のために実績データを作成している。 

 

【目標２】 
（№57／親育ちサポート事業（NP 講座）／子ども未来課） 

（№58／パパ応援プロジェクト（パパ講演会・パパスクール）（推）／子ども未来課・多様性社会推進

課） 

 ・受講者アンケート、参加人数 

（№59／孫育て応援プロジェクト／子ども未来課・多様性社会推進課） 

・参加者アンケートは、男女別のクロス集計も行っている。 
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【目標３】 
（№123／いじめ対応研修／教育指導課） 

・研修参加した教員からアンケートをとり、分析している。 

 

 

９ 事業を実施する者が、事業進行中男女共同参画を配慮・推進していた。 

【目標１】 

（№19／障害者虐待防止対策の推進／障害福祉課） 

 ・虐待防止センターのスタッフは男女の職員を配置し、協働で対応している。 

（№３０／情報教育担当者連絡会の開催／教育指導課） 

 ・男女ともに必要な内容となるよう、指導主事が対応している。 

（№41／特定健康診査・特定保健指導／国保年金課） 

 ・今後も、事業委託期間、事業関係機関と意見交換・情報共有を重ね、対象者に十分配慮しながら事

業を推進していく。 

 

【目標２】 
（№59／孫育て応援プロジェクト／子ども未来課・多様性社会推進課） 

 ・講座での発表の際に、参加の少ない男性にも発表してもらう機会を設けた。 

（№71／放課後子ども総合プランの推進（推）／子どもわくわく課） 

（№72／留守家庭児童対策事業（学童クラブの充実）（推）／子どもわくわく課）  

・各種行事等を企画する際は、男児・女児を問わず、全ての児童が参加しやすい事業とするよう心掛

けた。 

（№87／「子どもの貧困と支援」に関する区民向け講演会／子ども未来課） 

 ・子どもは男女問わず地域で支えていくという内容で講演会を実施した。 

（№96／教育相談事業／教育総合相談センター） 

・相談に応じる中で、「男性はこうあるべき、女性はこうあるべき」という男女の性役割にとらわれる

両親の思考が柔軟になり、気づきにつながるような言葉がけを多くするよう心掛けた。 

 

【目標３】 
（№135／図書館における特設コーナーの設置／中央図書館） 

 ・展示資料の選定に際しては、女性男性の性別役割にとらわれず資料を選定し、一般の図書資料選定

同様、展示の企画運営ともに男女職員により行った。 

（№144／防災・復興にかかる各種計画における男女共同参画の推進／防災課） 

 ・性別や年齢すべてを配慮した計画内容とした。 
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目標１　人権を尊重し健康な生活を実現する地域社会

取　　組 内　　容

1 配偶者暴力の防止と被害者支援 配偶者暴力防止に関する啓発

配偶者や交際相手からの暴力は、犯罪となる重
大な人権侵害であるという認識を講座、情報誌
等により、広く区民に向け意識啓発を行いま
す。

2 男女の人権侵害防止への取組 多様性を尊重した人権意識の啓発

人種、信条、年齢、性別、性自認、性的指向、社
会的身分等により、人権侵害がおこらないように、
あらゆる人々の人権についての理解促進を図るこ
とにより意識啓発を行います。

3 生涯を通じた心と体の健康支援 性差を考慮した情報提供

男女特有の疾病の予防・早期発見を図るため、講
座や情報誌等による情報提供を行います。また、
妊娠・出産等女性のライフステージに応じた知識・
情報を提供します。

目標２　仕事と家庭・地域生活を両立できる地域社会

取　　組 内　　容

1 仕事と家庭生活の両立
ワーク・ライフ・バランスに関する情
報提供

ワーク・ライフ・バランスの取組や推進方法等及
び仕事と生活の両立に役立つ内容について、
講座や情報誌等により、情報提供を行います。

2
子育てや介護を安心して行うた
めの環境整備

介護のための離職防止・職場復帰
等のための支援

家族の介護による離職防止のため、介護者や介
護保険該当者へ介護保険制度の利用方法等をは
じめとし、介護と仕事の両立に役立つ知識・情報
等を早い段階から提供します。また、離職後の職
場復帰のための情報提供等、介護者への支援に
取り組みます。

3
働く場における男女共同参画の
推進

セクハラ・パワハラ・マタハラ等の防
止啓発

企業及び従業員に対して、職場におけるセクハ
ラ・パワハラ・マタハラ等の防止について啓発を
行います。また、庁内職員に対しても適切な研
修等を実施します。

目標３　男女があらゆる分野で学び参画する地域社会

取　　組 内　　容

1
育ちの場における男女共同参画
意識の形成

小・中学校、幼稚園、保育園での
意識啓発

小・中学校、幼稚園、保育園の日常活動の中
で、子どもたちに男女共同参画の考え方を身
につけるよう配慮を行うとともに男女混合名
簿やパンフレットなどを活用して、長期的な
意識啓発に努めます。

2
政策・方針決定過程への男女共
同参画の推進

町会・自治会、PTA等地域団体の
リーダーへの女性の参画推進

地域団体のリーダーへの女性の登用につい
て、地域団体の学習会への出前講座や情報を
活用し、意識啓発を行います。

3
日常生活における男女共同参画
の推進

男性に対する男女共同参画の意
識啓発

男性にとっての男女共同参画の意義や取組に
関して、講座等により意識の啓発を図りま
す。

計画を推進するためのしくみ

取　　組 内　　容

1 区の推進体制の充実 区民ニーズの把握
事業実施後のアンケートやスペースゆう登録団体
の交流会などから、区民ニーズを把握し、事業内
容や新たな事業の検討につなげていきます。

2 区民・関係機関等との連携
大学、関係機関、地域団体、NPO
等との課題解決

大学や各分野における関係機関や地域団体等と
の連携を強化し、男女共同参画に関する地域課
題の解決に取り組みます。

    ２．令和元年度における重点取組内容　　　　　　　　　　　　

課　　題

課　　題

課　　題

課　　題
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第３章 男女共同参画苦情解決委員会の状況 

 

１． 平成３０年度北区男女共同参画推進に関する苦情の申出状況 

 

２． 平成３０年度北区男女共同参画苦情解決委員会の開催状況 
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１． 平成３０年度北区男女共同参画推進に関する苦情の申出状況 

 

 区では、北区男女共同参画条例（平成１８年６月制定）に基づき、平成１９年 

１月より、男女共同参画推進に関する苦情の申出を受け付けています。 

 平成３０年度の苦情等の申出は、０件でした。 

 

 

 

２． 平成３０年度北区男女共同参画苦情解決委員会の開催状況 

 

 日時：平成３１年１月２２日（火）１０時から 

 

 議題：（１）苦情解決処理機関の２３区状況について 

    （２）北区男女共同参画に関する意識・意向調査報告書について 

    （３）平成３１年度組織改正について 

       （４）その他 
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■ 参考資料 

 

・ 東京都北区男女共同参画条例 
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 東京都北区男女共同参画条例 
（平成 18 年 6 月 30 日 条例第 43 号） 

 

日本国憲法は個人の尊重と法の下の平等をうたい、また、

国際連合を中心とした国際社会は、女性に対するあらゆる分

野における差別を撤廃することに積極的に取り組んできた。

さらに、配偶者への暴力をはじめ、暴力は個人の尊厳と人権

を踏みにじるものであり、暴力を生み出す社会の問題として

とらえ、暴力の根絶への取組が始まっている。すべての人が

共にそれぞれの個性と人格を尊重しあい、差別のない社会を

つくること、これは我が国及び国際社会の悲願である。我が

国はそれを二十一世紀の最重要課題と位置付け、男女共同参

画社会基本法を制定した。 

しかし、これは国と国際社会の取組みだけでは実現できな

い。地域社会において、男女が共同して社会に参画し、生活

の中の身近な取組みを積み上げていくことにより、等しくそ

れぞれの個性と人格が尊重される社会が実現される。北区で

は、これまで男女共同参画社会の実現のための取組みを進め

てきたが、いまだ、解決すべき様々な課題がある。 

男女共同参画を推進することにより、すべての個人が等し

く尊重される、豊かで暮らしやすい地域社会を実現すること

を目指して、ここに、この条例を制定する。 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この条例は、男女共同参画社会の実現に関し基本理

念を定め、区、区民及び事業者の責務を明らかにし、男女

共同参画社会の実現に関する施策（以下「男女共同参画施

策」という。）を総合的かつ計画的に推進することにより、

男女が互いにその人権を尊重しつつ責任を分かち合い、そ

の個性と能力を十分に発揮することができる地域社会を実

現することを目的とする。 

 

（用語の定義） 

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、

それぞれ当該各号に定めるところによる。 

一 男女共同参画社会 男女が、社会の対等な構成員として、

自らの意思によって、家庭、地域、学校、職場その他の

社会のあらゆる分野（以下「あらゆる分野」という。）に

参画すること（以下「男女共同参画」という。）の機会が

確保され、もつて男女が均等に政治的、経済的、社会的

及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任

を担うべき社会をいう。 

二 積極的格差是正措置 あらゆる分野における男女間の参

画に関する格差を是正するため、必要な範囲内において

男女のいずれか一方に対して機会を積極的に提供するこ

とをいう。 

三 区民 区内に居住し、又は区内に在勤し、若しくは在学

する個人をいう。 

四 事業者 営利又は非営利にかかわらず、区内で事業活動

を行う個人及び法人その他の団体をいう。 

五 セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により、相手

に不快感若しくは不利益を与え、又は相手の生活環境を

害することをいう。 

 

（基本理念） 

第三条 男女共同参画社会を実現するため、次に掲げる事項

を基本理念として定める。 

一 すべての区民はその人権が尊重され、直接であるか間接

であるかを問わず、性別による差別を受けず、個性と能

力を発揮できる機会が確保されること。 

二 性別による固定的な役割分担意識に基づく社会の制度及

び慣行が改善され、すべての区民が多様な生き方を選択

できる社会づくりが推進されること。 

三 すべての区民が社会の対等な構成員として、あらゆる分

野における政策及び方針の立案及び決定に共に参画でき

る機会が確保されること。 

四 学校教育をはじめとするあらゆる教育の場において、男

女共同参画の視点を踏まえた教育が推進されること。 

五 すべての区民が相互の協力及び社会の支援の下に、育児、

介護その他の家庭生活と仕事その他の社会活動との均衡

と調和のとれた生活を営むことができること。 

六 すべての区民が互いの性を理解し、互いにその意思を尊

重し、共に健康な生活を営む権利が保障されること。 

七 男女共同参画の推進は、地域における国際化の進展に配

慮し、国際理解の下に行われること。 

 

（性別による権利侵害の禁止） 

第四条 何人も、あらゆる分野において、直接であるか間接

であるかを問わず、性別による差別的取扱いを行つてはな

らない。 
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２ 何人も、あらゆる分野において、セクシュアル・ハラス

メント及び配偶者への暴力その他の男女間における身体

的又は精神的な苦痛を与える暴力的行為（以下「暴力的

行為」という。）を行つてはならない。 

 

（あらゆる情報の公表への配慮） 

第五条 何人も、あらゆる情報の公表に当たっては、性別に

起因する人権侵害を助長することのないよう、かつ、セク

シュアル・ハラスメント及び暴力的行為を誘発することの

ないよう配慮するものとする。 

 

（区の責務） 

第六条 区は、基本理念に基づき、男女共同参画の推進に関す

る施策（積極的格差是正措置を含む。以下「関連施策」とい

う。）を策定し、総合的かつ計画的に推進するものとする。 

２ 区は、関連施策を実施するために、必要な体制の整備及

び財政上の措置を講ずるものとする。 

３ 区は、関連施策の実施にあたり、区民、事業者並びに国

及び都その他の地方公共団体と積極的に連携及び協力す

るものとする。 

 

（区民の責務） 

第七条 区民は、基本理念に基づき、男女共同参画に関する

理解を深め、あらゆる分野の活動において男女共同参画の

推進に取り組むよう努めるものとする。 

２ 区民は、区及び事業者との連携を図り、男女共同参画を

推進するよう努めるものとする。 

 

（事業者の責務） 

第八条 事業者は、基本理念に基づき、事業活動において男

女共同参画を推進し、男女が育児、介護その他の家庭生活

と仕事その他の社会活動との均衡と調和のとれた生活を営

むことができるよう努めるものとする。 

２ 事業者は、区及び区民との連携を図り、男女共同参画を

推進するよう努めるものとする。 

 

第二章 基本的施策等 

（基本的施策） 

第九条 区は、男女共同参画を推進するため、次の各号に掲

げる施策を行うものとする。 

一 すべての区民が性別による差別を受けることなく、個性

と能力を発揮することが尊重される社会の実現を目的と

した、区民及び事業者への啓発、調査研究、広報活動、

情報提供及び情報収集に関する施策 

二 セクシュアル・ハラスメント及び配偶者等への暴力の防

止並びに被害者の保護及び支援に関する施策 

三 あらゆる分野の活動の意思決定過程への参画に関する格

差が男女間に生ずることのないよう必要な措置を講ずる

ための施策 

四 学校教育をはじめとするあらゆる教育の場において、男

女共同参画の視点を踏まえた学習機会の提供、啓発、研

修その他男女共同参画の推進に資する教育のために必要

な施策 

五 すべての区民が共に育児、介護その他の家庭生活と仕事

その他の社会活動との均衡と調和のとれた生活を営むこ

とを支援する施策 

六 すべての区民が互いの性と人権を尊重し、共に健康な生

活を営むことを支援する施策 

七 前各号に掲げるもののほか、第三条に規定する基本理念

を実現するために必要な施策 

 

（行動計画） 

第十条 区長は、男女共同参画施策の総合的かつ計画的な推

進を図るための行動計画（以下「行動計画」という。）を策

定するものとする。 

２ 区長は、行動計画を策定するに当たつては、あらかじめ

第十三条に規定する東京都北区男女共同参画審議会に諮

問するとともに、区民及び事業者の意見を反映できるよ

う適切な措置を講ずるものとする。 

３ 区長は、行動計画を策定したときは、これを広く区民に

公表するものとする。 

４ 前二項の規定は、行動計画の変更について準用する。 

 

 

（年次報告） 

第十一条 区長は、毎年度、行動計画に基づく施策の実施状

況を明らかにする報告書を作成し、公表するものとする。 

 

（拠点施設） 

第十二条 区長は、第九条に掲げる基本的施策を推進するため

の拠点施設を設置し、区民及び事業者による男女共同参画に

関する活動への支援、相談、情報提供、情報収集その他男女

共同参画施策の推進に関する事業を実施するものとする。 
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第三章 男女共同参画審議会 

（設置） 

第十三条 男女共同参画の推進を図るため、区長の附属機関

として、東京都北区男女共同参画審議会（以下「審議会」

という。）を設置する。 

２ 審議会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。 

一 区長の諮問に応じて、第十条第二項及び第四項の規定によ

り行動計画の策定及び変更について調査審議し、答申する

こと。 

二 行動計画の推進及び進捗状況その他男女共同参画推進に

関する事項について調査研究を行い、区長に意見を述べ

ること。 

三 第十五条第四項により、同条に規定する東京都北区男女

共同参画苦情解決委員会から意見を求められたときに、

意見を表明すること。 

四 その他男女共同参画推進に関し区長が必要と認めること。 

３ 審議会の委員は、二十人以内とし、男女共同参画の推進

に理解と識見を有するもののうちから区長が委嘱又は任

命する。 

４ 審議会の委員の任期は二年とし、再任を妨げない。ただ

し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関

し必要な事項は、東京都北区規則（以下「規則」という。）

で定める。 

 

第四章 苦情への対応 

（苦情の申出と処理） 

第十四条 区民及び事業者は、区長に対し次の各号に掲げる

事項に関し苦情の申出をすることができる。 

一 区が実施する男女共同参画施策及び男女共同参画の推進

に影響を及ぼすと認められる施策に関する事項 

二 前号に規定するもの以外の性別による差別等男女共同参

画の推進を阻害すると認められる事項 

２ 区長は、前項に規定する苦情の申出（以下「苦情の申出」

という。）に対し、男女共同参画に資するように適切に対

応し、処理するものとする。 

３ 第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項につ

いては苦情の申出をすることができない。 

一 裁判所において係争中の事項又は判決等のあった事項 

二 法令の規定により、不服申立てを行っている事項又は不

服申立てに対する裁決若しくは決定のあった事項 

三 区議会で審議中又は審議が終了した事項 

四 前項の規定による苦情の申出に対し行われた処理に関す

る事項 

 

（男女共同参画苦情解決委員会の設置） 

第十五条 区長は、苦情の申出を適切かつ迅速に処理するた

め、区長の附属機関として、東京都北区男女共同参画苦情

解決委員会（以下「苦情解決委員会」という。）を設置する。 

２ 区長は、苦情の申出がなされたときは、速やかに苦情解

決委員会に諮問しなければならない。 

３ 苦情解決委員会は、区長から苦情の申出について諮問が

あった場合は、苦情の申出に係る必要な調査を行い、必

要な措置について区長に答申するものとする。 

４ 苦情解決委員会は、区長から苦情の申出について諮問が

あった場合において、必要と認めるときは審議会に意見

を求めることができる。 

５ 苦情解決委員会の委員は、三人以内とし、男女共同参画

の推進に深い理解と識見を有する者のうちから、区長が

委嘱する。 

６ 苦情解決委員会の委員の任期は、二年とし、再任を妨げ

ない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間

とする。 

７ 前各項に定めるもののほか、苦情解決委員会の組織及び

運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

第五章 雑則 

（委任） 

第十六条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成十八年七月一日から施行する。ただし、

第十条第二項（審議会に係る部分に限る。）、第三章（第

十三条第二項第三号の規定は除く。）及び付則第三項（苦

情解決委員会に係る部分を除く。）の規定は、平成十八年

十月一日から、第十三条第二項第三号、第四章及び付則

第三項（苦情解決委員会に係る部分に限る。）の規定は、

平成十九年一月一日から施行する。 

 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際、現に策定されている東京都北区ア

ゼリアプランは、第十条第一項の規定により策定された

行動計画とみなす。

48




